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は
じ
め
に

  

大
阪
府
和
泉
市
室
堂
に
所
在
す
る
森
光
寺
所
蔵
の
大
般
若
経
（
以
下
、
森
光
寺
経
と
略
す
）

に
は
、
鎌
倉
時
代
の
蒙
古
襲
来
に
関
わ
る
記
載
が
残
さ
れ
て
い
る
。
古
く
は
、
旧
の
和
泉
市

史
で
の
調
査
時
に
よ
る
三
浦
圭
一
氏
の
論
考
で
紹
介
さ
れ（

１
）、

近
年
で
も
新
し
い
和
泉
市
史
関

係
の
悉
皆
調
査
で
再
確
認
し
て
い
る（

２
）。

　
と
こ
ろ
が
、
正
式
な
調
査
報
告
書
が
刊
行
さ
れ
て
い
な
い
せ
い
か
、
事
実
と
は
異
な
る
情

報
が
広
が
っ
て
お
り
、そ
れ
が
一
般
書
に
ま
で
及
ん
で
い
る
。
服
部
英
雄
氏
に
よ
る
著
書『
蒙

古
襲
来
と
神
風
―
中
世
の
対
外
戦
争
の
真
実
―
』（

３
）に

は
、
森
光
寺
経
に
つ
い
て
ふ
れ
た
記
述

が
あ
り
、
そ
こ
で
は
独
自
の
説
を
展
開
し
て
い
る
も
の
の
、
森
光
寺
経
に
対
す
る
基
本
的
な

認
識
に
誤
り
が
あ
り
、
そ
の
う
え
に
諸
説
を
立
て
て
い
る
の
で
、
悉
皆
調
査
を
担
当
し
た
者

と
し
て
は
い
ず
れ
も
首
肯
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
一
方
で
、
そ
の
著
作
が
二
〇
一
七
年
に

刊
行
さ
れ
て
か
ら
何
度
か
増
刷
さ
れ
、
世
の
中
に
は
浸
透
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。

　
そ
の
後
、
服
部
氏
は
、
二
〇
一
八
年
に
く
ま
も
と
文
学
・
歴
史
館
に
お
い
て
の
特
別
展

「
蒙
古
襲
来
絵
詞
と
竹
崎
季
長
」
で
の
企
画
を
経
て
、
二
〇
一
九
年
に
は
、『
日
本
歴
史
』
第

八
五
〇
号
に
て
さ
ら
な
る
新
説
を
立
て
、
二
〇
二
二
年
に
は
そ
の
論
考
の
一
部
の
説
を
変
更

し
つ
つ
著
書
に
収
め
て
い
る（

４
）。

　
小
文
で
は
、
服
部
氏
の
二
〇
二
二
年
の
最
新
の
見
解
を
取
り
上
げ
る
が
、
依
然
と
し
て
森

光
寺
経
の
捉
え
方
に
誤
り
が
み
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、①
森
光
寺
経
の
編
成
と
補
整
に
つ
い
て
、

②
捕
虜
と
宋
人
写
経
に
つ
い
て
、
③
森
光
寺
経
の
成
り
立
ち
と
奉
納
先
に
論
点
を
絞
り
、
基

森
光
寺
所
蔵
大
般
若
経
の
識
語
に
つ
い
て

―
元
寇
の
捕
虜
並
び
に
印
達
北
条
天
満
宮
―

竹
　
本
　
　
　
晃

本
デ
ー
タ
を
示
し
つ
つ
、
筆
者
の
所
見
を
提
示
し
た
い
。

図１　森光寺経巻第498の識語
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１
．
森
光
寺
経
の
編
成

　
ま
ず
は
焦
点
と
な
る
巻
第
四
九
八
の
巻
末
の
識
語
を
掲
げ
る
（
図
１
も
参
照
）。

　
　
大
唐
国
江
西
路
瑞
州
軍
人
何
三
於

　
　
弘
安
九
年
四
月
上
旬
日
補
整

　
森
光
寺
経
六
〇
〇
巻
の
な
か
で
、本
識
語
が
あ
る
の
は
こ
の
一
巻
の
み
で
あ
る
。
識
語
は
、

尾
題
の
う
し
ろ
一
行
を
あ
け
て
記
さ
れ
、
頭
揃
え
で
下
部
は
余
裕
を
も
っ
て
改
行
さ
れ
て
い

る
。
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
は
、
二
度
目
の
元
寇
の
五
年
後
に
あ
た
り
、「
大
唐
国
江
西

路
瑞
州
軍
人
」
と
あ
る
の
で
、
三
浦
圭
一
氏
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
元
寇
に
お
け
る
捕
虜
の

こ
と
を
指
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
服
部
英
雄
氏
は
、
こ
の
巻
第
四
九
八
の
識
語
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
推
論
を
立
て
て
い
る
。
ま

ず
氏
が
注
目
し
た
の
が
末
尾
の「
補
整
」と
い
う
語
で
あ
る
。『
日
本
国
語
大
辞
典
』の「
補
整
」

の
項
目
に
「
足
り
な
い
と
こ
ろ
を
お
ぎ
な
っ
て
と
と
の
え
る
」
と
あ
る
の
を
引
用
し
、
欠
巻

分
の
補
填
の
意
と
み
た
。
補
填
作
業
に
お
い
て
は
、
経
文
と
識
語
を
同
筆
と
み
な
し
、
識
語

に
あ
が
る
軍
人
「
何
三
」（
服
部
氏
は
人
名
を
「
何
三
」
と
す
る
が
、「
何
三
於
」
で
あ
る
こ

と
は
後
述
）
で
は
な
い
日
本
人
が
写
経
を
担
当
し
、
何
三
は
補
整
（
全
体
を
取
り
仕
切
っ
た

と
い
う
こ
と
か
）
に
従
事
し
た
と
す
る
。
ま
た
、
巻
第
四
八
一
か
ら
六
〇
〇
ま
で
大
永
・
宝

永
の
補
巻
三
点
を
除
い
て
同
筆
と
み
な
し
、
百
二
十
巻
分
以
上
の
補
整
で
あ
っ
た
と
み
て
い

る
。

　
経
文
と
識
語
を
同
筆
と
み
な
す
根
拠
に
つ
い
て
は
、「
大
」「
何
」「
訶
」
の
文
字
を
例
に

あ
げ
て
お
り
、た
し
か
に
よ
く
似
た
字
形
も
あ
る
。し
か
し
、ま
っ
た
く
異
な
る
字
形
も
あ
り
、

な
ん
と
も
言
え
な
い
。
と
り
わ
け
「
大
」
な
ど
は
、
誰
が
書
い
て
も
だ
い
た
い
同
じ
よ
う
な

形
に
な
る
。
よ
ほ
ど
癖
が
強
く
な
い
限
り
は
、
同
筆
と
は
判
断
し
が
た
い
。
や
は
り
、
こ
の

レ
ベ
ル
の
違
い
で
は
主
観
が
入
っ
て
い
る
と
み
な
さ
れ
る
。

　
つ
ぎ
に
、「
補
整
」
を
欠
巻
の
補
填
と
み
て
よ
い
か
で
あ
る
が
、
結
論
か
ら
言
う
と
否
で

あ
る
。
な
ぜ
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
を
引
用
し
た
の
か
わ
か
ら
な
い
が
、
百
二
十
巻
分
を
実

見
（
同
筆
と
判
断
）
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
な
ら
、
本
来
は
実
物
資
料
か
ら
考
え
を
導
く
べ

き
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
あ
た
り
の
基
礎
デ
ー
タ
が
ま
っ
た
く
示
さ
れ
な
い
ま

ま
結
論
が
出
さ
れ
て
い
る
。
デ
ー
タ
も
な
し
に
ど
の
よ
う
に
判
断
で
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
経
巻
の
編
成
、
と
り
わ
け
大
般
若
経
の
よ
う
な
大
部
の
経
巻
群
は
、
後
世
の
も
の
が
混
じ

る
取
り
合
わ
せ
状
態
に
な
っ
て
い
る
こ
と
が
多
く
、
時
期
ご
と
の
分
類
が
必
要
で
、
そ
の
た

め
に
は
年
紀
の
み
な
ら
ず
法
量
に
よ
っ
て
識
別
す
る
の
が
基
本
で
あ
る
。
森
光
寺
経
で
言
う

と
、
大
永
年
間
の
補
填
一
巻
分
の
ほ
か
、
近
世
に
お
い
て
欠
巻
十
四
巻
分
が
新
た
に
書
写
さ

れ
て
い
る
の
み
で
あ
り
、
そ
れ
以
外
の
五
百
八
十
五
巻
分
が
森
光
寺
経
の
主
体
を
成
す
も
の

で
あ
る
（
巻
第
四
九
八
も
含
む
）（

５
）。

　
近
世
の
補
填
十
四
巻
分
は
、
ほ
か
と
比
べ
て
一
紙
幅（

６
）も

紙
色
も
筆
跡
も
ま
っ
た
く
異
な
る

別
物
で
あ
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
服
部
氏
が
同
筆
だ
と
指
摘
し
た
巻
第
四
八
一
か
ら
六
〇
〇

の
も
の
も
含
ま
れ
て
い
る
（
巻
第
五
〇
六
・
五
二
一
）。
こ
の
こ
と
は
、
筆
跡
の
み
の
主
観
的

な
判
断
が
危
険
で
あ
る
こ
と
を
証
明
し
て
い
る
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
も
、
弘
安
九
年

（
一
二
八
六
）
に
百
二
十
巻
分
以
上
を
補
っ
て
書
写
し
た
と
い
う
事
実
は
な
く
、識
語
の
「
補

整
」
も
補
填
の
意
で
は
な
い
と
言
え
る
。

　
言
い
換
え
る
と
、
主
体
を
成
す
五
百
八
十
五
巻
分
の
な
か
で
、
巻
第
四
九
八
の
わ
ず
か
一

巻
に
し
か
弘
安
九
年
の
識
語
が
書
か
れ
て
い
な
い
。
巻
第
一
や
巻
第
六
〇
〇
に
こ
の
識
語
が

あ
る
な
ら
ま
だ
し
も
、
中
途
の
こ
の
一
巻
の
識
語
を
も
っ
て
ほ
か
の
数
百
巻
の
成
立
を
過
大

に
論
じ
る
こ
と
は
避
け
ね
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
識
語
の
内
容
が
い
く
ら
か
反
映
さ
れ
る
と

し
て
も
、
多
く
見
積
も
っ
て
巻
第
四
九
一
か
ら
五
〇
〇
の
一
帙
分
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
と
て
ど

こ
ま
で
言
え
る
の
か
は
わ
か
ら
ず
、
巻
第
四
九
八
の
一
巻
に
限
定
し
た
識
語
の
可
能
性
も
あ

る
。
小
稿
の
立
場
は
こ
れ
で
あ
る
。

　
ま
っ
た
く
同
じ
仕
立
て
方
を
し
た
経
巻
五
百
八
十
五
巻
分
の
う
ち
、
中
世
以
前
の
年
紀
は

巻
第
四
九
八
の
み
で
あ
る
。
通
例
で
は
、
巻
第
一
や
巻
第
六
〇
〇
な
ど
の
首
尾
に
あ
た
る
巻

や
、
巻
第
一
〇
や
二
〇
な
ど
の
帙
ご
と
の
末
尾
に
あ
た
る
巻
（
一
帙
は
十
巻
で
木
製
の
経
帙

―　3　―

に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
）、
そ
し
て
巻
第
一
〇
〇
や
二
〇
〇
な
ど
の
櫃
ご
と
の
末

尾
の
巻
に
願
文
・
書
写
・
奉
納
の
記
録
な
ど
が
書
き
入
れ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
が
な
い
場
合
は

判
断
が
難
し
い
。
森
光
寺
経
の
場
合
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
各
巻
の
裏
書
き
が
そ
れ
に
相

当
す
る
。
よ
っ
て
、
巻
第
四
九
八
の
識
語
は
、
す
で
に
存
在
し
た
経
巻
に
追
記
さ
れ
た
も
の

と
判
断
さ
れ
、
追
記
す
べ
き
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
事
情
こ
そ
が
「
補
整
」
で
あ
る
。
服
部
氏
は
補
修
の
跡
な
ど
な
い
と
言
う
が
、
巻
第

四
九
八
を
よ
く
観
察
す
る
と
、
二
つ
の
点
が
補
整
の
痕
跡
を
示
唆
す
る
。
一
つ
は
、
虫
喰
い

の
補
修
で
あ
る
。
近
世
の
宝
永
年
間
に
総
裏
打
ち
が
な
さ
れ
る
が（

７
）、

そ
れ
よ
り
以
前
に
施
さ

れ
て
い
る
部
分
補
修
が
み
ら
れ
る
（
図
２
）。
長
方
形
に
切
り
取
っ
た
紙
を
裏
か
ら
貼
り
付

け
る
大
雑
把
な
も
の
で
あ
る
が
、近
代
に
よ
く
あ
る
間
に
合
わ
せ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

補
修
と
し
て
の
意
味
は
な
し
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
切
断
痕
跡
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
切
断
痕
跡
と
は
、
経
巻

の
状
態
に
仮
に
仕
立
て
た
後（

８
）、

ナ
イ
フ
な
ど
に
よ
っ
て
切
断
し
た
痕
跡
の
こ
と
を
言
う（

９
）。

何

図２　巻第498の補修跡

図３　第１・２紙目間の切断痕跡
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に
入
れ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
）、
そ
し
て
巻
第
一
〇
〇
や
二
〇
〇
な
ど
の
櫃
ご
と
の
末

尾
の
巻
に
願
文
・
書
写
・
奉
納
の
記
録
な
ど
が
書
き
入
れ
ら
れ
る
。
そ
れ
ら
が
な
い
場
合
は

判
断
が
難
し
い
。
森
光
寺
経
の
場
合
は
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
各
巻
の
裏
書
き
が
そ
れ
に
相

当
す
る
。
よ
っ
て
、
巻
第
四
九
八
の
識
語
は
、
す
で
に
存
在
し
た
経
巻
に
追
記
さ
れ
た
も
の

と
判
断
さ
れ
、
追
記
す
べ
き
何
ら
か
の
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
そ
の
事
情
こ
そ
が
「
補
整
」
で
あ
る
。
服
部
氏
は
補
修
の
跡
な
ど
な
い
と
言
う
が
、
巻
第

四
九
八
を
よ
く
観
察
す
る
と
、
二
つ
の
点
が
補
整
の
痕
跡
を
示
唆
す
る
。
一
つ
は
、
虫
喰
い

の
補
修
で
あ
る
。
近
世
の
宝
永
年
間
に
総
裏
打
ち
が
な
さ
れ
る
が（

７
）、

そ
れ
よ
り
以
前
に
施
さ

れ
て
い
る
部
分
補
修
が
み
ら
れ
る
（
図
２
）。
長
方
形
に
切
り
取
っ
た
紙
を
裏
か
ら
貼
り
付

け
る
大
雑
把
な
も
の
で
あ
る
が
、近
代
に
よ
く
あ
る
間
に
合
わ
せ
の
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、

補
修
と
し
て
の
意
味
は
な
し
て
い
る
。

　
も
う
一
つ
は
、
切
断
痕
跡
が
み
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
の
切
断
痕
跡
と
は
、
経
巻

の
状
態
に
仮
に
仕
立
て
た
後（

８
）、

ナ
イ
フ
な
ど
に
よ
っ
て
切
断
し
た
痕
跡
の
こ
と
を
言
う（

９
）。

何

図２　巻第498の補修跡

図３　第１・２紙目間の切断痕跡
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事
も
な
け
れ
ば
切
断
痕
跡
は
生
じ
な
い
の
で
、
切
断
痕
跡
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
後
世
に

何
ら
か
の
手
が
入
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

　
切
断
痕
跡
は
、
巻
第
四
九
八
の
第
一
・
二
紙
目
間
に
み
ら
れ
る
（
図
３
）。
切
断
の
有
無
の

見
分
け
方
は
、
紙
の
四
周
が
少
し
で
も
真
っ
直
ぐ
に
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
、
お
お
か
た
切
っ

て
い
る
と
判
断
し
て
よ
い
。
通
常
は
、
紙
を
漉
く
と
き
の
入
れ
物
の
形
に
四
周
が
き
れ
い
に

整
っ
て
い
る
状
態
に
な
っ
て
い
る
（
折
本
化
の
さ
い
に
天
地
が
切
断
さ
れ
る
こ
と
は
あ
る
）。

両
者
は
見
る
か
ら
に
違
い
が
あ
り
、
見
慣
れ
て
い
れ
ば
す
ぐ
に
わ
か
る
。

　
第
一
・
二
紙
目
間
の
切
断
痕
跡
を
観
察
す
る
と
、
紙
継
目
の
左
（
第
二
紙
目
右
端
付
近
）

に
文
字
の
左
端
が
残
っ
て
い
る
箇
所
が
二
文
字
分
み
ら
れ
る
（
図
４
）。
こ
れ
は
す
ぐ
右
の

第
一
紙
目
の
左
端
の
文
字
と
は
別
の
文
字
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
紙
の
継
ぎ
直
し
に
よ
る
文
字

の
離
れ
で
は
な
く
、
何
ら
か
の
手
が
入
っ
て
い
る
こ
と
確
実
に
示
し
て
い
る
。
第
一
紙
目
の

最
終
行
も
、
六
文
字
目
の
「
竟
」
の
左
端
が
切
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
（
図
３
）、
切
断
の

事
実
は
明
ら
か
で
あ
る
。
経
文
の
冒
頭
の
並
び
は
、現
状
で
は
「
願
解･･･

」「
来
地･･･

」「
无

生･･･

」
と
な
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
ど
う
や
ら
「
来
地･･･

」
の
左
行
に
は
別
の
余
分
な
一

行
が
書
か
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る

）
（1
（

。

　
な
ら
ば
、こ
の
状
況
は
ど
の
よ
う
な
手
が
加
え
ら
れ
た
跡
で
あ
ろ
う
か
。
余
分
な
一
行
は
、

別
の
箇
所
と
見
間
違
え
て
写
し
て
し
ま
っ
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
が
、
手
の
加
え
方
は
以
下

の
通
り
に
復
元
で
き
る
。

　
す
で
に
紙
が
継
が
れ
て
巻
物
の
状
態
に
な
っ
て
い
る
の
で

）
（（
（

、
ま
ず
は
余
分
な
行
の
右
一
箇

所
を
切
断
し
た
。
そ
の
さ
い
に
「
竟
」
の
左
端
が
切
ら
れ
た
。
つ
ぎ
に
余
分
な
一
行
の
左
を

通
例
は
切
断
す
る
が

）
（1
（

、偶
然
紙
継
目
で
あ
っ
た
た
め
に
、切
断
せ
ず
に
紙
継
目
を
剥
が
し
と
っ

た
。
こ
れ
は
文
字
の
左
端
が
残
っ
て
い
る
二
文
字
分
が
、
継
目
に
隠
れ
て
い
る
部
分
に
続
か

な
い
こ
と
か
ら
言
え
る
。
こ
れ
で
一
行
分
が
取
り
除
か
れ
た
状
態
に
な
っ
た
。
そ
の
後
、残
っ

た
前
後
の
部
分
を
継
い
だ
。

　
こ
の
よ
う
に
、
巻
第
四
九
八
の
奥
に
書
か
れ
て
い
る
識
語
の
う
ち
、「
補
整
」
と
い
う
こ

と
ば
は
、
現
物
を
検
討
す
る
限
り
、
欠
巻
を
一
か
ら
書
写
し
て
補
填
す
る
意
で
は
な
く
、
部

分
補
修
を
し
て
整
え
た
と
い
う
意
で
促
え
た
方
が
よ
い
。

　
　
　
２
．
元
寇
関
係
識
語

（
１
）
識
語
の
解
釈

　
巻
第
四
九
八
の
識
語
の
一
行
目
の
問
題
に
移
る
。
ま
ず
は
冒
頭
の「
大
唐
国
江
西
路
瑞
州
」

と
記
さ
れ
る
地
名
か
ら
検
討
し
た
い
。

　「
大
唐
国
」
は
、
言
わ
ず
も
が
な
中
国
を
指
す
。
当
時
は
元
だ
が
、
南
宋
が
滅
ぼ
さ
れ
た

直
後
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
南
宋
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。「
江
西
路
」
は
、

行
政
区
域
の
江
南
西
路
の
こ
と
で
、
十
二
世
紀
の
時
期
に
は
州
が
七
つ
と
軍
が
四
つ
置
か
れ

図４　第１・２紙目間の切断前の文字の残り
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図5　瑞州の位置（注16文献に加筆）
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図5　瑞州の位置（注16文献に加筆）
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て
い
た

）
（1
（

。
そ
の
七
州
の
な
か
に
「
筠い

ん

州
」
と
呼
ば
れ
る
州
が
あ
る
。
こ
の
筠
州
は
、
南
宋
の

宝
慶
元
年
（
一
二
二
五
）
に
、
皇
帝
理
宗
の
諱
（
趙ち
ょ
う
い
ん昀の

昀
）
を
避
け
て
「
瑞
州
」
に
変
更

さ
れ
て
い
る

）
（1
（

。
こ
れ
が
巻
第
四
九
八
の
識
語
に
み
ら
れ
る
「
江
西
路
瑞
州
」
で
あ
る
。

　
そ
の
瑞
州
に
は
、
三
県
（
高
安
県
・
上
高
県
・
新
昌
県
）
が
置
か
れ
て
お
り
、
現
在
の
場

所
で
言
う
な
ら
、
鄱
陽
湖
（
江
西
省
）
西
南
に
位
置
す
る
宜
春
市
管
轄
の
高
安
市
・
上
高
県
・

宜
豊
県
に
あ
た
り

）
（1
（

、
お
お
よ
そ
贛か
ん
こ
う江
支
流
の
錦
江
の
流
域
と
い
え
る
（
図
５
）

）
（1
（

。
な
お
、
服

部
英
雄
氏
は
、「
瑞
州
」
の
比
定
地
に
つ
い
て
、
今
の
瑞
陽
市
域
と
推
定
し
て
い
る
が
、
ど

こ
の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
か
よ
く
わ
か
ら
な
い
。
そ
の
よ
う
に
判
断
し
た
根
拠
も
書
か
れ

て
い
な
い
。

　
つ
ぎ
に
、
識
語
の
続
き
の
「
瑞
州
軍
人
何
三
於
」
で
あ
る
が
、
ど
こ
で
区
切
る
の
か
が
問

題
と
な
る
。
今
検
討
し
た
よ
う
に
、
ま
ず
区
切
ら
れ
る
の
は
「
瑞
州
」
で
あ
り
、「
瑞
州
軍
」

で
は
な
い
。「
軍
」
は
、
路
・
州
の
下
の
行
政
区
域
と
し
て
用
い
ら
れ
る
が
、
瑞
州
は
そ
の

う
ち
の
「
州
」
で
あ
る
こ
と
が
明
確
で
あ
る
か
ら
、
こ
こ
は
「
瑞
州
」
と
「
軍
人
」
で
区
切

る
べ
き
で
あ
り
、「
瑞
州
の
軍
人
」
と
解
釈
で
き
る
。

　
さ
て
、残
り
の
文
字
は
、「
何
三
於
」
の
三
文
字
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、服
部
氏
は
「
何

三
」
を
人
名
と
し
、「
三
」
は
三
男
の
意
味
で
捉
え
、「
於
」
は
次
行
の
年
号
の
方
に
か
か
る

と
す
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
経
巻
の
奥
に
排
行
を
用
い
る
こ
と
に
は
違
和
感
が
あ
る
。
多
く
は
仏
教

経
典
の
力
に
す
が
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
願
い
を
込
め
て
記
さ
れ
て
い
る
。
後
に
も
紹
介
す
る
よ

う
に
、
改
名
前
や
俗
名
・
法
名
ま
で
記
す
な
ど
、
通
例
は
自
分
の
名
を
避
け
る
こ
と
は
な
い
。

も
し
避
け
る
と
い
う
な
ら
、
逆
に
な
ぜ
避
け
る
の
か
と
い
う
検
討
の
方
が
必
要
で
あ
ろ
う
。

　
そ
う
し
た
考
え
は
、
単
純
に
「
於
」
を
次
行
の
年
号
の
方
に
か
か
る
と
解
釈
し
た
と
こ
ろ

か
ら
派
生
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
経
巻
の
識
語
に
お
い
て
、「
何
年
何
月
何
日
に
於
い

て･･･

」な
ど
と
い
う
言
い
回
し
は
め
っ
た
に
し
な
い
。
通
例
は「
旹
」「
時
」や「
于
旹
」「
于
時
」

な
ど
で
、「
於
」
を
用
い
る
の
は
、
す
ぐ
あ
と
に
書
写
を
行
っ
た
場
所
を
記
す
場
合
で
あ
る
。

　
そ
れ
に
、
文
字
と
行
の
排
列
を
み
れ
ば
わ
か
る
よ
う
に
、「
於
」
は
行
末
に
あ
り
、
そ
の

下
に
は
十
分
過
ぎ
る
ほ
ど
の
余
白
が
あ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
余
白
が
あ
る
に

も
か
か
わ
ら
ず
、「
於
」
を
下
に
残
し
て
改
行
し
て
い
る
。「
何
三
」
が
人
名
で
、
署
名
に
準

ず
る
扱
い
で
考
え
る
な
ら
、「
三
」
を
書
い
た
と
こ
ろ
で
改
行
す
べ
き
で
あ
る
。
や
は
り
、

行
末
の
「
於
」
を
次
行
に
か
け
る
見
方
に
は
無
理
が
あ
る
。
一
行
目
は
出
身
地
と
人
名
、
二

行
目
は
年
月
日
と
功
徳
の
た
め
の
行
為
と
考
え
る
の
が
自
然
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
「
於
」
と

い
う
文
字
は
、
た
と
え
ば
元
明
朝
の
戯
曲
作
家
に
「
盛
於
斯
」
な
ど
が
み
ら
れ
、
人
名
に
も

用
い
ら
れ
て
い
る
ら
し
い

）
（1
（

。

　
し
た
が
っ
て
、
旧
南
宋
の
江
西
路
瑞
州
出
身
の
軍
人
で
あ
る
何
三
於
が
、
弘
安
九
年
四

月
上
旬
に
経
巻
の
補
整
を
行
っ
た
と
解
釈
で
き
る
。
こ
こ
で
旧
南
宋
と
し
た
の
は
、
南
宋

が
滅
び
た
あ
と
に
、
元
朝
に
お
い
て
行
政
管
轄
の
大
幅
な
変
更
が
な
さ
れ
、
至
元
十
四
年

（
一
二
七
七
）
に
「
瑞
州
路、

」
に
変
更
さ
れ
た
も
の
の

）
（1
（

、
識
語
で
そ
の
名
称
を
用
い
な
か
っ

た
の
は
、
単
純
に
そ
の
こ
と
を
知
ら
な
い
か
、
あ
る
い
は
南
宋
人
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
て

い
る
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
こ
と
に
よ
る
。

　
残
る
は
「
軍
人
」
と
い
う
表
現
が
何
を
意
味
す
る
か
だ
が
、「
軍
人
」
と
い
っ
て
も
、
こ

れ
だ
け
で
は
ど
の
レ
ベ
ル
の
軍
人
か
は
不
明
で
あ
る
。
南
宋
に
は
、
中
央
の
禁
軍
や
地
方
の

厢
兵
・
郷
兵
な
ど
が
い
る
。
杉
山
正
明
氏
に
よ
る
と
、
元
寇
に
お
い
て
江
西
軍
と
し
て
攻
め

て
き
た
の
は
、
滅
ば
さ
れ
た
旧
南
宋
の
職
業
軍
人
の
な
か
で
も
弱
兵
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
り
、

優
秀
で
戦
闘
力
に
富
む
兵
た
ち
は
ク
ビ
ラ
イ
直
属
の
侍
衛
親
軍
や
、
対
シ
リ
ギ
、
対
カ
イ

ド
ゥ
・
ド
ゥ
ア
な
ど
の
中
央
ア
ジ
ア
戦
線
に
投
入
さ
れ
た
と
い
う

）
（1
（

。

　
と
は
い
え
、
情
報
が
少
な
い
な
か
で
は
、
何
三
於
が
精
兵
か
弱
兵
で
あ
っ
た
か
の
判
断
は

難
し
い
。
経
巻
の
書
写
や
補
整
に
は
一
定
の
知
識
が
必
要
で
あ
る
と
い
う
見
解
が
ま
ま
み
ら

れ
る
が
、
精
兵
な
ら
経
巻
の
補
整
が
で
き
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
し
、
技
術
な
ら
日
本
に

い
る
間
に
身
に
つ
け
る
こ
と
も
で
き
る
。
よ
っ
て
、
今
は
い
ず
れ
の
可
能
性
も
残
し
て
お
き

た
い
。
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（
２
）
宋
人
の
写
経

　
こ
の
時
期
の
日
本
に
は
、
南
宋
人
「
何
三
於
」
と
同
じ
よ
う
に
、
経
巻
作
成
に
関
わ
っ
た

中
国
人
た
ち
の
名
が
残
さ
れ
て
い
る
。
榎
本
渉
氏
の
調
査
で
は
三
十
数
例
あ
げ
ら
れ
て
い
る

）
11
（

が
、
そ
の
な
か
で
も
日
元
間
の
商
船
往
来
が
い
っ
た
ん
始
ま
る
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
ま

で
の
間
に
し
ぼ
り
、
か
つ
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
事
例
を
検
討
す
る
。

　
年
代
順
に
み
る
と
、
事
例
①
は
、
広
島
県
三
原
市
の
正
法
寺
所
蔵
大
般
若
経
で
あ
る
。
巻

第
六
〇
〇
の
識
語
に
、弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
五
月
十
五
日
か
ら
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）

正
月
十
八
日
に
か
け
て
、「
周
防
国
楊
井
荘
上
品
寺
東
房
」
に
お
い
て
一
人
で
書
写
し
た
と

あ
り

）
1（
（

、
続
け
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
正
法
寺
所
蔵
大
般
若
経
の
巻
第
六
〇
〇
識
語
の
末
尾
部
分
〕

　
　
執
筆
大
宋
国
建
康
府
住
人
謝
徳
改
名
復
生
法
名
明
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
縁
措
弁
紙
籍
僧 

正
仁

  

書
写
し
た
の
は
、も
と
は
「
大
宋
国
建
康
府
住
人
」
の
「
謝
徳
」
と
い
う
名
で
あ
っ
た
「
謝

復
生
」
で
、
法
名
を
「
明
道
」
と
い
う
ら
し
い
。「
大
宋
国
建
康
府
」
は
、
南
宋
の
建
炎
三

年
（
一
一
二
九
）
か
ら
み
ら
れ
る
名
称
で
、
か
つ
弘
安
の
役
以
前
に
南
宋
が
滅
ん
で
、
元
に

お
い
て
「
建
康
府
」
は
「
建
康
路
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
謝
復
生
（
明
道
）
は
確
実

に
南
宋
人
で
あ
る
。
い
つ
来
日
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、「
建
康
府
」
と
表
記
し
て
い
る

以
上
、
南
宋
人
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
識
語
の
二
行
目
に
「
助
縁
措
弁
紙
籍
僧
正
仁
」
と
あ
り
、
料
紙
と
本
経

）
11
（

（
写
す
た

め
に
元
と
な
る
別
の
六
百
巻
が
必
要
）
を
用
立
て
し
た
の
は
正
仁
と
い
う
僧
ら
し
い
。
そ
う

す
る
と
、
正
仁
が
用
意
し
た
六
百
巻
分
の
紙
と
本
経
六
百
巻
を
も
と
に
、
謝
復
生
（
明
道
）

が
全
巻
書
写
を
行
う
役
割
分
担
で
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。
た
だ
し
、
正
仁
が
日
本
人
か
、

あ
る
い
は
上
品
寺
の
僧
な
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。

　
事
例
②
は
、白
鶴
美
術
館
所
蔵
の
大
般
涅
槃
経
集
解
で
あ
る
。
そ
の
巻
第
六
二
の
識
語
に
、

「
弘
安
八
年
乙
酉
三
月
十
日
、
於
西
大
寺
宝
塔
院
、
写
補
闕
書
写
之
畢
　
唐
人
誠
心
」
と
あ

る
（
（2
（

。
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
に
、
唐
人
の
誠
心
が
西
大
寺
宝
塔
院
に
お
い
て
欠
巻
分
を
補

写
し
た
と
あ
り
、
近
藤
善
博
氏
に
よ
れ
ば
、
中
世
に
補
写
さ
れ
た
同
筆
七
巻
分
が
誠
心
に
よ

る
も
の
す
る

）
11
（

。
こ
こ
で
言
う
「
唐
人
」
が
宋
を
指
す
の
か
わ
か
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
も
っ
ぱ

ら
宋
人
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
事
例
③
は
、
島
根
県
出
雲
市
野
石
谷
の
高
野
寺
所
蔵
大
般
若
経
で
あ
る
。
巻
第
六
〇
〇
の

識
語
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る

）
11
（

。

〔
高
野
寺
所
蔵
大
般
若
経
の
巻
第
六
〇
〇
識
語
〕

　
　
自
正
応
元
年
丑己
歳
十
二
月
四
日
始
之
至
于

　
　
　
正
応
五
年
辰壬
歳
十
二
月
三
日
五
箇
年
之
間

　
　
　
一
筆
書
写
　
大
般
若
経
一
部
六
百
巻

　
　
　
奉
安
置
出
雲
国
須
佐
郷

　
　
　
東
山
　
御
宮
十
三
所
大
明
神
之
聖
前
安
慰

　
　
　
毎
年
転
読
廻
向
　
神
力
各
身
平
安
永
無

　
　
　
災
厄
寿
命
延
長
万
事
利
益
上
下
眷
属
亦

　
　
　
如
意
者

　
設
経
大
施
主
御
代
官
　
沙
弥 

政
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

沙
弥 

助
阿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

執
筆
一
果
宋
人 

浄
蓮

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
宋
人
の
浄
蓮
が
、
出
雲
国
須
佐
郷
の
東
山
御
宮
十
三
所
大
明
神
（
出

雲
市
佐
田
町
の
須
佐
神
社
）
に
奉
納
す
る
た
め
に
、
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
か
ら
五
年

（
一
二
九
三
）
の
お
お
よ
そ
五
年
を
か
け
て
写
し
た
一
筆
経
で
あ
る
と
わ
か
る

）
11
（

。
た
だ
し
、

二
十
七
巻
分
は
「
大
宋
人
安
善
執
筆
書
」
と
あ
る
の
で

）
11
（

、
厳
密
に
は
一
筆
経
で
は
な
い
。
と
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（
２
）
宋
人
の
写
経

　
こ
の
時
期
の
日
本
に
は
、
南
宋
人
「
何
三
於
」
と
同
じ
よ
う
に
、
経
巻
作
成
に
関
わ
っ
た

中
国
人
た
ち
の
名
が
残
さ
れ
て
い
る
。
榎
本
渉
氏
の
調
査
で
は
三
十
数
例
あ
げ
ら
れ
て
い
る

）
11
（

が
、
そ
の
な
か
で
も
日
元
間
の
商
船
往
来
が
い
っ
た
ん
始
ま
る
正
応
三
年
（
一
二
九
〇
）
ま

で
の
間
に
し
ぼ
り
、
か
つ
こ
れ
ま
で
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
事
例
を
検
討
す
る
。

　
年
代
順
に
み
る
と
、
事
例
①
は
、
広
島
県
三
原
市
の
正
法
寺
所
蔵
大
般
若
経
で
あ
る
。
巻

第
六
〇
〇
の
識
語
に
、弘
安
七
年
（
一
二
八
四
）
五
月
十
五
日
か
ら
弘
安
十
年
（
一
二
八
七
）

正
月
十
八
日
に
か
け
て
、「
周
防
国
楊
井
荘
上
品
寺
東
房
」
に
お
い
て
一
人
で
書
写
し
た
と

あ
り

）
1（
（

、
続
け
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
あ
る
。

〔
正
法
寺
所
蔵
大
般
若
経
の
巻
第
六
〇
〇
識
語
の
末
尾
部
分
〕

　
　
執
筆
大
宋
国
建
康
府
住
人
謝
徳
改
名
復
生
法
名
明
道

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
助
縁
措
弁
紙
籍
僧 

正
仁

  

書
写
し
た
の
は
、も
と
は
「
大
宋
国
建
康
府
住
人
」
の
「
謝
徳
」
と
い
う
名
で
あ
っ
た
「
謝

復
生
」
で
、
法
名
を
「
明
道
」
と
い
う
ら
し
い
。「
大
宋
国
建
康
府
」
は
、
南
宋
の
建
炎
三

年
（
一
一
二
九
）
か
ら
み
ら
れ
る
名
称
で
、
か
つ
弘
安
の
役
以
前
に
南
宋
が
滅
ん
で
、
元
に

お
い
て
「
建
康
府
」
は
「
建
康
路
」
に
改
め
ら
れ
て
い
る
た
め
、
謝
復
生
（
明
道
）
は
確
実

に
南
宋
人
で
あ
る
。
い
つ
来
日
し
た
か
は
不
明
で
あ
る
が
、「
建
康
府
」
と
表
記
し
て
い
る

以
上
、
南
宋
人
を
主
張
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
な
お
、
識
語
の
二
行
目
に
「
助
縁
措
弁
紙
籍
僧
正
仁
」
と
あ
り
、
料
紙
と
本
経

）
11
（

（
写
す
た

め
に
元
と
な
る
別
の
六
百
巻
が
必
要
）
を
用
立
て
し
た
の
は
正
仁
と
い
う
僧
ら
し
い
。
そ
う

す
る
と
、
正
仁
が
用
意
し
た
六
百
巻
分
の
紙
と
本
経
六
百
巻
を
も
と
に
、
謝
復
生
（
明
道
）

が
全
巻
書
写
を
行
う
役
割
分
担
で
あ
っ
た
と
読
み
取
れ
る
。
た
だ
し
、
正
仁
が
日
本
人
か
、

あ
る
い
は
上
品
寺
の
僧
な
の
か
も
わ
か
ら
な
い
。

　
事
例
②
は
、白
鶴
美
術
館
所
蔵
の
大
般
涅
槃
経
集
解
で
あ
る
。
そ
の
巻
第
六
二
の
識
語
に
、

「
弘
安
八
年
乙
酉
三
月
十
日
、
於
西
大
寺
宝
塔
院
、
写
補
闕
書
写
之
畢
　
唐
人
誠
心
」
と
あ

る
（
（2
（

。
弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
に
、
唐
人
の
誠
心
が
西
大
寺
宝
塔
院
に
お
い
て
欠
巻
分
を
補

写
し
た
と
あ
り
、
近
藤
善
博
氏
に
よ
れ
ば
、
中
世
に
補
写
さ
れ
た
同
筆
七
巻
分
が
誠
心
に
よ

る
も
の
す
る

）
11
（

。
こ
こ
で
言
う
「
唐
人
」
が
宋
を
指
す
の
か
わ
か
ら
な
い
は
ず
だ
が
、
も
っ
ぱ

ら
宋
人
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
。

　
事
例
③
は
、
島
根
県
出
雲
市
野
石
谷
の
高
野
寺
所
蔵
大
般
若
経
で
あ
る
。
巻
第
六
〇
〇
の

識
語
は
つ
ぎ
の
よ
う
で
あ
る

）
11
（

。

〔
高
野
寺
所
蔵
大
般
若
経
の
巻
第
六
〇
〇
識
語
〕

　
　
自
正
応
元
年
丑己
歳
十
二
月
四
日
始
之
至
于

　
　
　
正
応
五
年
辰壬
歳
十
二
月
三
日
五
箇
年
之
間

　
　
　
一
筆
書
写
　
大
般
若
経
一
部
六
百
巻

　
　
　
奉
安
置
出
雲
国
須
佐
郷

　
　
　
東
山
　
御
宮
十
三
所
大
明
神
之
聖
前
安
慰

　
　
　
毎
年
転
読
廻
向
　
神
力
各
身
平
安
永
無

　
　
　
災
厄
寿
命
延
長
万
事
利
益
上
下
眷
属
亦

　
　
　
如
意
者

　
設
経
大
施
主
御
代
官
　
沙
弥 

政
願

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

沙
弥 

助
阿

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　 

執
筆
一
果
宋
人 

浄
蓮

　
こ
れ
に
よ
る
と
、
宋
人
の
浄
蓮
が
、
出
雲
国
須
佐
郷
の
東
山
御
宮
十
三
所
大
明
神
（
出

雲
市
佐
田
町
の
須
佐
神
社
）
に
奉
納
す
る
た
め
に
、
正
応
元
年
（
一
二
八
八
）
か
ら
五
年

（
一
二
九
三
）
の
お
お
よ
そ
五
年
を
か
け
て
写
し
た
一
筆
経
で
あ
る
と
わ
か
る

）
11
（

。
た
だ
し
、

二
十
七
巻
分
は
「
大
宋
人
安
善
執
筆
書
」
と
あ
る
の
で

）
11
（

、
厳
密
に
は
一
筆
経
で
は
な
い
。
と
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は
い
え
、
こ
こ
で
も
大
宋
人
の
安
善
と
い
う
人
物
が
関
わ
っ
て
い
る
。
二
人
と
も
宋
人
と
み

て
間
違
い
な
い
。

　
事
例
④
は
、
滋
賀
県
蒲
生
郡
日
野
町
の
西
明
寺
所
蔵
大
般
若
経
で
あ
る
。
巻
第
二
〇
七
の

識
語
に
は
、「
正
応
二
年
己
丑
閏
拾
月
四
日
中
原
大
宋
国
人
　
普
勲
書
」
と
あ
り

）
11
（

、
正
応
二

年
（
一
二
八
九
）
に
、大
宋
国
人
の
普
勲
が
書
写
に
関
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、

弘
安
八
年
（
一
二
八
五
）
に
「
江
州
佐
々
貴
西
庄
大
六
社
」
に
施
入
す
る
た
め
に
僧
十
地
が

発
願
起
筆
し
た
と
こ
ろ
に
、
途
中
か
ら
普
勲
が
参
加
し
た
よ
う
で
あ
る

）
11
（

。
起
筆
し
た
僧
十
地

は
日
本
人
か
も
し
れ
な
い
が
、
普
勲
は
「
大
宋
国
人
」
と
あ
る
か
ら
宋
人
と
み
ら
れ
る
。

　
事
例
①
か
ら
④
の
人
物
を
見
る
と
、
確
か
に
宋
人

）
11
（

で
あ
る
よ
う
に
思
え
る
。
た
だ
、
こ
れ

ら
の
写
経
事
業
が
ど
の
よ
う
に
解
釈
さ
れ
て
き
た
か
と
言
え
ば
、
有
力
な
説
と
し
て
は
異
国

調
伏
の
祈
祷
目
的
で
あ
る
。
牛
山
佳
幸
氏
は
、
こ
の
時
期
の
大
般
若
経
の
写
経
事
業
は
、
幕

府
と
連
携
し
た
西
大
寺
流
律
宗
教
団
が
、
異
国
調
伏
の
た
め
に
全
国
に
宋
人
を
動
員
し
て

行
っ
た
も
の
と
考
え
て
い
る

）
1（
（

。
全
国
一
律
は
推
測
で
あ
る
に
し
て
も
、
当
時
の
異
国
調
伏
の

祈
祷
の
頻
度
と
合
わ
せ
れ
ば
、
そ
の
よ
う
に
み
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
の
説
で
は
大
般
若
経
の
書
写
と
異
国
調
伏
の
祈
祷
が
直
接
結
び
つ
い
て
い

な
い
と
こ
ろ
に
難
点
が
あ
る
。
大
般
若
経
な
ど
の
写
経
事
業
に
お
い
て
は
、
た
い
て
い
の
場

合
に
願
文
が
書
か
れ
る
が
、
宋
人
が
関
わ
っ
て
い
る
写
経
事
業
の
な
か
に
、
異
国
調
伏
の
こ

と
が
書
か
れ
て
い
る
も
の
は
一
切
な
い
。
多
く
は
、
事
例
③
に
よ
う
に
「
永
無
災
厄
、
寿
命

延
長
、
万
事
利
益
」
な
ど
、
平
時
に
お
い
て
親
族
や
地
域
の
安
穏
を
願
う
も
の
ば
か
り
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
に
み
る
と
、
異
国
調
伏
の
目
的
の
み
で
論
じ
る
こ
と
に
は
無
理
が
あ
る
と
言

わ
ざ
る
を
得
な
い
。

　
そ
の
よ
う
な
な
か
、
榎
本
渉
氏
に
よ
り
、
写
経
に
携
わ
っ
た
宋
人
た
ち
は
、
元
寇
時
の
宋

人
捕
虜
で
は
な
い
か
と
の
見
解
が
出
さ
れ
た
。
榎
本
氏
は
、
ま
ず
は
捕
虜
が
殺
さ
れ
な
か
っ

た
例
と
し
て
、
つ
ぎ
の
二
点
を
あ
げ
て
い
る
。

『
国
朝
文
類
』
巻
四
一
・
雑
著
所
引
『
経
世
大
典
』
政
典
・
征
伐
・
日
本
序
録
の
双
行
部
分

）
11
（

　
　
尽
殺
蒙
古
・
高
麗
・
漢
人
、
謂
新
附
軍
為
唐
人
、
不
殺
而
奴
之
。
閶
輩
是
也

『
高
麗
史
』
巻
二
九
・
忠
烈
王
八
年
（
一
二
八
二
）
六
月
己
丑
条

）
11
（

蛮ば
ん

軍ぐ
ん

捴そ
う

把は

の
沈し
ん

聡そ
う

等
六
人
、
日
本
よ
り
逃
れ
来
り
て
言
う
、「
本も

と
明め
い

州し
ゅ
うの
人
な
り
。

至
元
十
八
年
六
月
十
八
日
、
葛か
つ
ら
つ
た
い

刺
歹
万
戸
に
従
い
、
上
船
し
て
日
本
に
至
る
に
、
悪
風

に
値あ

い
船
敗
れ
、
衆
軍
十
三
、四
万
は
同
じ
く
一
山
に
栖と
ど
まる
。
十
月
初
八
日
、
日
本
軍

至
る
も
、
我
が
軍
は
飢
え
て
戦
う
能あ
た

わ
ず
、
皆
な
日
本
に
降
る
。
工
匠
及
び
知
田
者
を

択
び
留
め
、
余
は
皆
な
殺
す
」
と
。
王
、
上
将
軍
の
印い
ん

侯こ
う

と
郎
将
の
柳り
ゅ
う
ひ庇
を
遣
わ
し
、

聡
等
を
押お
う

し
て
元
に
送
ら
し
む
。

　
一
点
目
は
、『
国
朝
文
類
』
に
引
く
『
経
世
大
典
』
か
ら
、
帰
還
兵
で
あ
る
于
閶
の
報
告

を
引
用
し
、
日
本
人
は
宋
人
を
殺
さ
ず
奴
隷
と
し
、
自
ら
も
そ
の
よ
う
な
処
遇
を
受
け
た
と

す
る
。「
新
附
軍
」
と
い
う
の
は
、
江
南
軍
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、「
唐
人
」
と
は
南
宋
人
の

こ
と
で
あ
る
。
蒙
古
・
高
麗
・
漢
人
は
尽
く
殺
さ
れ
た
が
、
南
宋
人
だ
け
は
「
奴
」（
捕
虜
）

と
な
り
、
そ
の
一
人
で
あ
っ
た
于
閶
は
生
き
て
帰
還
で
き
た
の
で
あ
る
。『
元
史
』
も
こ
の

部
分
に
つ
い
て
は
『
経
世
大
典
』
を
踏
襲
し
て
い
る
。

　
二
点
目
は
、『
高
麗
史
』
か
ら
高
麗
に
逃
げ
帰
っ
た
明
州
人
沈
聡
ら
の
報
告
を
引
用
し
、

一
二
八
一
年
十
月
（
八
月
の
誤
り
）
八
日
に
「
一
山
」（
長
崎
県
鷹
島
）
で
日
本
軍
の
掃
討

を
受
け
て
降
伏
し
た
者
の
な
か
か
ら
「
工
匠
」
や
「
知
田
者
」
が
「
択
留
」
さ
れ
、
そ
の
他

は
皆
殺
さ
れ
た
と
あ
る
こ
と
に
つ
い
て
、
榎
本
氏
は
、
軍
の
中
心
人
物
や
反
抗
的
な
分
子
な

ど
は
処
刑
さ
れ
、
利
用
価
値
の
あ
る
者
だ
け
日
本
に
留
め
ら
れ
た
と
推
測
し
て
い
る
。

　
技
術
者
の
み
生
か
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
が
、
前
日
の
七
日
に
は
二
、三
万
人
を
捕
虜

に
し
た
と
す
る
記
述
も
あ
り

）
11
（

、
そ
の
な
か
に
は
南
宋
人
も
多
く
含
ま
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
と

み
ら
れ
る
。
ま
た
、
数
は
異
な
る
が
、『
勘
仲
記
』
弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
閏
七
月
十
四

日
条
に
も
「
誅
戮
幷
生
虜
数
千
人
」
と
の
報
告
が
あ
が
っ
て
い
る

）
11
（

。
正
確
な
数
は
把
握
し
き

れ
な
い
が
、
相
当
数
の
南
宋
人
や
技
術
者
た
ち
が
捕
虜
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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で
は
、
そ
の
捕
虜
た
ち
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
野
上
文
書
の

六
波
羅
御
教
書
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

弘
安
四
年
九
月
十
六
日
付
六
波
羅
御
教
書
（
野
上
文
書

）
11
（

）

一
、
異
国
降
人
等
の
事
、
各
預
け
置
か
し
め
給
う
分
、
沙
汰
未
断
の
間
、
津
泊
往
来
の

船
、
昼
夜
を
謂
わ
ず
、
大
小
を
論
ぜ
ず
、
毎
度
検
見
を
加
え
、
然
る
如
き
の
輩
、
輙

海
上
に
浮
か
び
国
を
出
づ
る
べ
か
ら
ず
、
海
人
の
漁
船
と
云
い
、
陸
地
の
分
と
云
い
、

同
じ
く
其
の
用
意
有
る
べ
し
、

　
弘
安
の
役
後
の
九
月
に
、
六
波
羅
探
題
か
ら
豊
後
国
御
家
人
の
野
上
資
直
の
も
と
に
四
ヶ

条
の
通
達
が
出
さ
れ
た
が
、
右
の
史
料
は
そ
の
第
二
条
の
部
分
で
あ
る
。
第
二
条
は
、
元
寇

捕
虜
の
逃
亡
に
注
意
す
る
よ
う
に
と
の
達
し
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、「
異
国
降
人
等
の
事
、

各
預
け
置
か
し
め
給
う
分
、
沙
汰
未
断
の
間
」
と
あ
る
よ
う
に
、
捕
虜
が
一
時
的
に
預
け
置

か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
後
の
沙
汰
に
よ
り
ど
こ
か
に
連
れ
て
行
か
れ
る
で
あ
ろ
う
節
が

う
か
が
え
る
。

　
連
れ
て
行
か
れ
た
先
に
つ
い
て
、
榎
本
氏
は
、
逃
げ
や
す
い
九
州
を
避
け
て
、
各
所
に
置

き
、幕
府
（
得
宗
）
と
つ
な
が
り
の
強
い
西
大
寺
流
律
院
な
ど
に
配
置
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
と
、
写
経
に
関
わ
る
宋
人
で
判
明
し
て
い
る
出
身
地
が
、
建
康
・
慶
元

（
寧
波
）・
揚
州
・
杭
州
な
ど
、
江
南
に
偏
る
こ
と
に
注
目
し
（
事
例
①
～
④
以
外
を
含
む
）、

各
所
に
残
る
写
経
に
携
わ
っ
た
中
国
人
を
、
捕
虜
と
な
っ
た
も
と
江
南
軍
の
軍
人
と
み
な
し

た
の
で
あ
る
。

　
捕
虜
の
行
き
先
が
得
宗
家
関
係
や
西
大
寺
末
の
律
宗
寺
院
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
確
か
な

証
拠
を
欠
い
て
い
る
が
、
森
光
寺
経
の
補
整
を
し
た
「
何
三
於
」
が
、
も
と
江
南
軍
の
軍
人

で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
榎
本
説
を
確
実
に
証
明
し
た
。
ま
さ
に
卓
見
で
あ
っ
た
と
言
う

ほ
か
な
い
。
情
報
と
し
て
は
、
す
で
に
三
浦
圭
一
氏
に
よ
っ
て
一
九
六
二
年
に
公
開
さ
れ
て

い
た
と
は
い
え
、
近
年
の
悉
皆
調
査
ま
で
元
寇
研
究
者
ら
が
誰
も
気
づ
か
な
い
よ
う
な
見
つ

け
に
く
い
史
料
で
あ
っ
た
こ
と
は
考
慮
し
て
よ
い
。

　
た
だ
し
、「
何
三
於
」
以
外
の
宋
人
は
、
現
状
で
は
断
定
で
き
ず
、
可
能
性
が
出
て
き
た

と
い
う
こ
と
に
留
め
る
べ
き
で
、全
員
が
南
宋
人
で
あ
る
と
も
断
定
で
き
て
い
な
い
こ
と
や
、

軍
人
か
商
人
か
僧
で
あ
っ
た
か
も
わ
か
ら
な
い
。
一
人
一
人
丁
寧
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
榎
本
氏
で
も
、
捕
虜
の
宋
人
が
写
経
に
関
わ
っ
た
理
由
に
つ
い
て

の
見
解
は
な
い
。
宋
人
捕
虜
ら
し
き
人
の
漢
詩

）
11
（

を
根
拠
に
、
奴
隷
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
や
、
あ
る
程
度
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
主
張
す
る
の
み
で
あ
る
。

宋
人
の
写
経
理
由
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
異
国
調
伏
の
理
解
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

　
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
事
例
③
を
用
い
て
先
述
し
た
よ
う
に
、
成
り
立
た
な
い
。
事
例
①

は
、
巻
第
六
〇
〇
の
識
語
に
、「
仰
願
大
施
主
藤
原
盛
信
、
身
躬
康
泰
、
寿
算
遐
齢
、
命
同
、

金
石
之
堅
禄
等
、
椿
松
之
永
、
次
願
、
合
宅
長
幼
、
均
享
和
平
者
」
と
あ
り
、
身
の
健
康
や

長
寿
を
願
っ
て
い
る
。
事
例
②
は
、
唐
人
誠
心
が
欠
巻
分
七
巻
を
補
写
し
た
だ
け
で
あ
る
。

事
例
④
に
お
い
て
も
、「
江
州
佐
々
貴
西
庄
大
六
社
」
に
施
入
す
る
た
め
に
写
経
を
始
め
た

だ
け
で
、
し
か
も
、
宋
人
の
普
勲
は
四
年
後
の
途
中
参
加
で
あ
っ
た
。
榎
本
氏
が
捕
虜
と
推

定
し
た
宋
人
の
扱
い
の
な
か
で
根
拠
と
し
た
漢
詩
に
お
い
て
も
、
末
尾
に
「
只
得
求
僧
去
誰

知
）
11
（

」
と
あ
り
、
仏
縁
を
求
め
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宋
人
と
異
国
調

伏
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
そ
う
す
る
と
、
軍
人
何
三
於
の
補
整
も
、
異
国
調
伏
と
は
切
り
離
し
て
考
え
た
方
が
よ
い
。

大
般
若
経
に
書
か
れ
る
願
文
の
多
く
は
、
仏
に
救
い
を
求
め
る
も
の
や
、
亡
く
な
っ
た
人
へ

の
供
養
を
示
す
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か
ら
、
特
別
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
い
以
上
、

何
三
於
の
行
為
も
同
じ
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
、
単
純
に
補
整
に
よ
る
功
徳
を
示
し
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
死
者
へ
の
供
養
を
記
し
た
も
の
と
の
想
像
が
つ
く
。
後
者
で
あ
れ
ば
、
元
寇

で
の
戦
死
者
へ
の
供
養
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

）
11
（

。
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で
は
、
そ
の
捕
虜
た
ち
は
、
そ
の
後
ど
の
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
野
上
文
書
の

六
波
羅
御
教
書
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

弘
安
四
年
九
月
十
六
日
付
六
波
羅
御
教
書
（
野
上
文
書

）
11
（

）

一
、
異
国
降
人
等
の
事
、
各
預
け
置
か
し
め
給
う
分
、
沙
汰
未
断
の
間
、
津
泊
往
来
の

船
、
昼
夜
を
謂
わ
ず
、
大
小
を
論
ぜ
ず
、
毎
度
検
見
を
加
え
、
然
る
如
き
の
輩
、
輙

海
上
に
浮
か
び
国
を
出
づ
る
べ
か
ら
ず
、
海
人
の
漁
船
と
云
い
、
陸
地
の
分
と
云
い
、

同
じ
く
其
の
用
意
有
る
べ
し
、

　
弘
安
の
役
後
の
九
月
に
、
六
波
羅
探
題
か
ら
豊
後
国
御
家
人
の
野
上
資
直
の
も
と
に
四
ヶ

条
の
通
達
が
出
さ
れ
た
が
、
右
の
史
料
は
そ
の
第
二
条
の
部
分
で
あ
る
。
第
二
条
は
、
元
寇

捕
虜
の
逃
亡
に
注
意
す
る
よ
う
に
と
の
達
し
で
あ
る
が
、
そ
こ
に
は
、「
異
国
降
人
等
の
事
、

各
預
け
置
か
し
め
給
う
分
、
沙
汰
未
断
の
間
」
と
あ
る
よ
う
に
、
捕
虜
が
一
時
的
に
預
け
置

か
れ
て
い
る
こ
と
や
、
そ
の
後
の
沙
汰
に
よ
り
ど
こ
か
に
連
れ
て
行
か
れ
る
で
あ
ろ
う
節
が

う
か
が
え
る
。

　
連
れ
て
行
か
れ
た
先
に
つ
い
て
、
榎
本
氏
は
、
逃
げ
や
す
い
九
州
を
避
け
て
、
各
所
に
置

き
、幕
府
（
得
宗
）
と
つ
な
が
り
の
強
い
西
大
寺
流
律
院
な
ど
に
配
置
さ
れ
た
と
推
測
す
る
。

そ
し
て
、
そ
の
こ
と
と
、
写
経
に
関
わ
る
宋
人
で
判
明
し
て
い
る
出
身
地
が
、
建
康
・
慶
元

（
寧
波
）・
揚
州
・
杭
州
な
ど
、
江
南
に
偏
る
こ
と
に
注
目
し
（
事
例
①
～
④
以
外
を
含
む
）、

各
所
に
残
る
写
経
に
携
わ
っ
た
中
国
人
を
、
捕
虜
と
な
っ
た
も
と
江
南
軍
の
軍
人
と
み
な
し

た
の
で
あ
る
。

　
捕
虜
の
行
き
先
が
得
宗
家
関
係
や
西
大
寺
末
の
律
宗
寺
院
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
確
か
な

証
拠
を
欠
い
て
い
る
が
、
森
光
寺
経
の
補
整
を
し
た
「
何
三
於
」
が
、
も
と
江
南
軍
の
軍
人

で
あ
っ
た
と
い
う
事
実
は
、
榎
本
説
を
確
実
に
証
明
し
た
。
ま
さ
に
卓
見
で
あ
っ
た
と
言
う

ほ
か
な
い
。
情
報
と
し
て
は
、
す
で
に
三
浦
圭
一
氏
に
よ
っ
て
一
九
六
二
年
に
公
開
さ
れ
て

い
た
と
は
い
え
、
近
年
の
悉
皆
調
査
ま
で
元
寇
研
究
者
ら
が
誰
も
気
づ
か
な
い
よ
う
な
見
つ

け
に
く
い
史
料
で
あ
っ
た
こ
と
は
考
慮
し
て
よ
い
。

　
た
だ
し
、「
何
三
於
」
以
外
の
宋
人
は
、
現
状
で
は
断
定
で
き
ず
、
可
能
性
が
出
て
き
た

と
い
う
こ
と
に
留
め
る
べ
き
で
、全
員
が
南
宋
人
で
あ
る
と
も
断
定
で
き
て
い
な
い
こ
と
や
、

軍
人
か
商
人
か
僧
で
あ
っ
た
か
も
わ
か
ら
な
い
。
一
人
一
人
丁
寧
に
明
ら
か
に
し
て
い
く
必

要
が
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
そ
う
し
た
榎
本
氏
で
も
、
捕
虜
の
宋
人
が
写
経
に
関
わ
っ
た
理
由
に
つ
い
て

の
見
解
は
な
い
。
宋
人
捕
虜
ら
し
き
人
の
漢
詩

）
11
（

を
根
拠
に
、
奴
隷
の
よ
う
な
扱
い
を
受
け
て

い
な
い
こ
と
や
、
あ
る
程
度
の
自
由
が
認
め
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
主
張
す
る
の
み
で
あ
る
。

宋
人
の
写
経
理
由
に
つ
い
て
は
、
い
ま
だ
に
異
国
調
伏
の
理
解
が
大
勢
を
占
め
て
い
る
こ
と

に
な
る
。

　
し
か
し
こ
の
こ
と
は
、
事
例
③
を
用
い
て
先
述
し
た
よ
う
に
、
成
り
立
た
な
い
。
事
例
①

は
、
巻
第
六
〇
〇
の
識
語
に
、「
仰
願
大
施
主
藤
原
盛
信
、
身
躬
康
泰
、
寿
算
遐
齢
、
命
同
、

金
石
之
堅
禄
等
、
椿
松
之
永
、
次
願
、
合
宅
長
幼
、
均
享
和
平
者
」
と
あ
り
、
身
の
健
康
や

長
寿
を
願
っ
て
い
る
。
事
例
②
は
、
唐
人
誠
心
が
欠
巻
分
七
巻
を
補
写
し
た
だ
け
で
あ
る
。

事
例
④
に
お
い
て
も
、「
江
州
佐
々
貴
西
庄
大
六
社
」
に
施
入
す
る
た
め
に
写
経
を
始
め
た

だ
け
で
、
し
か
も
、
宋
人
の
普
勲
は
四
年
後
の
途
中
参
加
で
あ
っ
た
。
榎
本
氏
が
捕
虜
と
推

定
し
た
宋
人
の
扱
い
の
な
か
で
根
拠
と
し
た
漢
詩
に
お
い
て
も
、
末
尾
に
「
只
得
求
僧
去
誰

知
）
11
（

」
と
あ
り
、
仏
縁
を
求
め
て
い
る
よ
う
な
状
況
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
宋
人
と
異
国
調

伏
と
は
無
関
係
で
あ
る
と
言
え
る
。

　
そ
う
す
る
と
、
軍
人
何
三
於
の
補
整
も
、
異
国
調
伏
と
は
切
り
離
し
て
考
え
た
方
が
よ
い
。

大
般
若
経
に
書
か
れ
る
願
文
の
多
く
は
、
仏
に
救
い
を
求
め
る
も
の
や
、
亡
く
な
っ
た
人
へ

の
供
養
を
示
す
も
の
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
か
ら
、
特
別
な
こ
と
が
書
か
れ
て
い
な
い
以
上
、

何
三
於
の
行
為
も
同
じ
よ
う
に
考
え
る
べ
き
で
、
単
純
に
補
整
に
よ
る
功
徳
を
示
し
て
い
る

か
、
あ
る
い
は
死
者
へ
の
供
養
を
記
し
た
も
の
と
の
想
像
が
つ
く
。
後
者
で
あ
れ
ば
、
元
寇

で
の
戦
死
者
へ
の
供
養
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う

）
11
（

。
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３
．
印
達
北
条
天
満
宮

（
１
）
奉
納
（
成
巻
）
の
時
期

　
森
光
寺
経
が
い
つ
の
段
階
で
和
泉
国
に
入
っ
た
の
か
と
い
う
と
、宝
永
三
年
（
一
七
〇
六
）

九
月
に
池
田
谷
室
堂
村
の
施
音
寺
で
の
全
巻
補
修
の
時
以
前
で
あ
る
こ
と
ま
で
は
わ
か
っ
て

い
る
。
こ
の
時
に
表
紙
を
新
装
し
、
折
本
化
と
と
も
に
総
裏
打
ち
が
な
さ
れ
た

）
11
（

。

　
そ
れ
以
前
の
状
況
を
探
る
要
素
と
し
て
、
各
巻
の
巻
首
近
く
の
裏
面
（
第
一
紙
目
の
裏
）

に
記
載
さ
れ
て
い
る
「
播
州
印
達
北
条
天
満
宮
大
般
若
経
也
」
の
二
行
書
き
が
手
が
か
り
と

な
る
。「
播
州
印
達
」
と
は
、『
和
名
抄
』
に
み
え
る
播
磨
国
飾
磨
郡
伊い
だ
て達
郷
に
あ
た
り
、
あ

る
時
期
に
伊
達
郷
内
に
あ
る
天
満
宮
に
奉
納
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　
こ
の
識
語
に
つ
い
て
、
服
部
英
雄
氏
は
、
巻
第
四
九
八
の
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
の
補

整
の
時
に
、
全
巻
に
書
き
込
ん
だ
と
い
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
述
の
よ
う
に
、
こ
の
時
に

百
二
十
巻
分
以
上
を
補
っ
て
書
写
し
た
と
い
う
事
実
は
な
か
っ
た
の
で
、
何
三
於
が
補
整
し

た
の
は
、
巻
第
四
九
八
の
一
巻
、
あ
る
い
は
多
く
て
一
帙
分
（
四
九
一
～
五
〇
〇
）
の
は
ず

で
あ
る
。
た
か
だ
か
一
巻
あ
る
い
は
一
〇
巻
の
補
整
を
契
機
に
、
全
巻
に
「
播
州･･･

」
を

書
き
入
れ
る
と
は
と
う
て
い
思
え
な
い
し
、
そ
の
よ
う
な
例
も
な
い
。

　
た
と
え
百
二
十
巻
分
の
補
整
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
安
置
先
（
所
有
者
）
が
変
わ
ら
な
い

限
り
は
、
全
巻
に
渡
る
書
き
込
み
な
ど
は
し
な
い
。
安
置
先
が
変
わ
っ
た
の
な
ら
、
そ
の
可

能
性
も
な
く
は
な
い
が
、
こ
の
時
は
あ
く
ま
で
も
補
整
で
あ
る
か
ら
、
安
置
先
（
所
有
者
）

ま
で
変
わ
っ
た
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
し
た
が
っ
て
、「
播
州
印
達
北
条
天
満
宮
大
般
若
経
也
」
は
、
奉
納
時
当
初
の
識
語
と

み
る
べ
き
で
、
そ
の
う
ち
の
補
整
し
た
一
巻
（
巻
第
四
九
八
）
に
、
弘
安
九
年
の
何
三
於

の
識
語
が
追
記
さ
れ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
近
世
と
室
町
補
写
の
十
五
巻
分
を
除
く

五
百
八
十
五
巻
分
の
規
格
性
が
高
い
こ
と
も
そ
れ
を
裏
づ
け
て
い
る
。

　
で
あ
れ
ば
、
奉
納
の
時
期
が
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
を
ど
こ
ま
で
遡
る
か
と
い
う
課
題

に
な
っ
て
く
る
が
、
手
が
か
り
は
「
天
満
宮
」
の
記
載
で
あ
る
。
京
都
の
北
野
天
満
宮
に
は

じ
ま
る
「
天
満
宮
」
の
名
称
は
、
早
く
見
積
も
っ
て
十
世
紀
中
頃
以
降
で
あ
る
か
ら
、
印
達

北
条
に
つ
く
ら
れ
た
天
満
宮
は
、
少
な
く
と
も
そ
れ
以
降
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
下
限
は
、
弘
安
九
年
（
一
二
八
六
）
の
補
整
時
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
修
復
す
る
か
ら

に
は
ひ
ど
く
傷
ん
で
い
た
は
ず
で
あ
る
か
ら
、
そ
う
な
る
に
は
そ
れ
な
り
の
年
月
が
経
過
し

て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
お
お
よ
そ
の
話
に
な
る
が
、
そ
の
ほ
か
の
大
般
若
経
の
修
復
の
タ

イ
ミ
ン
グ
か
ら
考
え
て
、
少
な
く
見
積
も
っ
て
も
二
、三
十
年
程
度
は
遡
る
と
想
定
で
き
、

そ
う
す
る
と
、
十
三
世
紀
中
頃
あ
た
り
と
な
る
。
や
や
幅
は
広
い
が
、
森
光
寺
経
の
成
立
は
、

一
〇
世
紀
中
頃
か
ら
一
三
世
紀
中
頃
の
間
の
ど
こ
か
の
時
点
と
み
ら
れ
る
。

（
２
）
印
達
北
条

　「
印
達
北
条
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
に
あ
っ
た
天
満
宮
は
、
現
在
の
ど
こ
に
あ
っ
た
の
で
あ

ろ
う
か
。
や
は
り
「
印
達
」
が
目
安
に
な
る
が
、
近
年
の
地
名
辞
典
類
を
み
る
と
、『
兵
庫

県
の
地
名

）
1（
（

』（
平
凡
社
）
や
『
古
代
地
名
大
辞
典

）
11
（

』（
角
川
書
店
）
で
は
、
印
達
郷
の
郷
域
と

し
て
、
姫
路
市
新
在
家
の
八
丈
岩
山
付
近
（
姫
路
駅
の
西
北
方
向
）
を
想
定
し
て
い
る
。
こ

の
説
は
、
古
く
は
『
飾
磨
郡
誌

）
11
（

』
に
ま
で
遡
り
、
井
上
通
泰
『
播
磨
国
風
土
記
新
考

）
11
（

』
も
踏

襲
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
服
部
英
雄
氏
は
、
永
正
十
八
年
（
一
五
二
一
）
に
播
磨
惣
社
で
あ
る
射
立

兵
主
神
社
の
祭
礼
に
北
条
村
の
人
た
ち
が
参
加
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠
に
、
現
在
の
姫
路
市

北
条
（
姫
路
駅
の
東
南
方
向
）
に
位
置
す
る
北
条
天
満
宮
を
「
印
達
北
条
天
満
宮
」
の
後
身

と
考
え
た
。
ま
た
、
応
永
廿
一
年
（
一
四
一
四
）
十
二
月
八
日
付
赤
松
義
則
田
地
寄
進
状

）
11
（

に

み
え
る
「
平
野
北
条
八
本
松
三
段 

国
衙
庁
作
　
印
逹
北
条
天
神
西
二
段 

同
前
」
と
い
う
記

載
か
ら
、
国
衙
在
庁
が
作
職
を
も
ち
、
管
理
す
る
田
で
あ
っ
た
と
し
、「
天
神
」（
北
条
天
満

宮
）
は
国
衙
・
在
庁
官
人
崇
拝
の
対
象
で
あ
っ
た
と
も
す
る
。

　
そ
の
ほ
か
に
も
、
国
衙
領
と
の
か
ら
み
で
「
印
達
北
条
」
を
現
在
の
姫
路
市
北
条
と
み
る

説
が
あ
る
。
鎌
谷
木
三
次
氏
は
、建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
七
月
の
播
磨
国
司
庁
宣
案

）
11
（

に
、「
印

達
北
条
」
が
出
て
く
る
こ
と
や
、
文
明
十
七
年
（
一
四
八
五
）
十
二
月
十
三
日
付
の
山
名
政

豊
判
物

）
11
（

に「
飾
東
郡
国
衙
内
印
達
南
条
」と
あ
る
こ
と
、そ
し
て
明
治
二
十
二
年（
一
八
八
九
）
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の
町
村
合
併
で
国
衙
村
と
い
う
名
称
に
改
め
ら
れ
た
な
か
に
南
条
村
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
を
根
拠
に
、「
印
達
南
条
」
は
南
条
村
で
、「
印
達
北
条
」
も
北
条
村
、
つ
ま
り
現
在
の

姫
路
市
北
条
と
し
た

）
11
（

。

　
国
衙
庄
内
の
印
達
北
条
か
ら
国
衙
村
内
の
北
条
へ
の
名
称
変
遷
だ
け
を
み
れ
ば
、
鎌
谷
説

は
正
し
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
衙
庄
は
、
正
確
な
領
域
は
わ
か
ら
な
い
に

し
て
も
、
数
個
の
村
が
合
併
し
た
国
衙
村
な
ど
よ
り
相
当
広
い
範
囲
を
指
す
こ
と
を
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
。
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
の
町
村
編
制
に
お
い
て
、
北
条
村
な
ど
四

つ
の
村
が
合
併
し
て
で
き
た
国
衙
村

）
11
（

は
、
た
ま
た
ま
広
大
な
国
衙
庄
の
一
部
を
な
し
て
い
た

た
め
、
国
衙
村
と
い
う
名
称
が
付
け
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
国
衙
庄
の
範
囲
か
ら
す
れ
ば
、

国
衙
村
は
微
々
た
る
領
域
で
、国
衙
庄
と
明
治
期
の
国
衙
村
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
服
部
説
に
し
て
も
、
今
の
姫
路
市
北
条
が
近
世
の
北
条
村
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠

と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
た
ん
に
名
称
が
近
い
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
、
印
達
北
条
と
北

条
村
を
同
じ
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
北
条
や
南
条
と
い
う
地
名
は
、
条
里
制

に
基
づ
い
て
付
け
ら
れ
た
名
称
で
、
播
磨
国
飾
磨
郡
内
に
は
史
料
で
わ
か
る
だ
け
で
も
、
印

達
郷
の
印
達
北
条
、
印
達
南
条
、
平
野
郷
の
平
野
北
条
、
平
野
南
条
、
三
野
郷
の
三
野
南
条

な
ど
が
み
ら
れ
、
各
郷
ご
と
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る

）
11
（

。
服
部
氏
の
論
理

で
言
え
ば
、
す
べ
て
の
北
条
に
当
て
は
ま
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

　
そ
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、「
因
達
神
山
」
の
存
在
で
あ
る
。『
播
磨
国
風
土
記
』
飾

磨
郡
因
達
里
条
に
は
、
神
功
皇
后
に
よ
る
韓
国
平
定
に
向
け
た
渡
海
に
お
い
て
、
船
を
先
導

し
た
「
伊
太
代
之
神
」
が
こ
こ
に
鎮
座
し
た
こ
と
で
「
因
達
里
」
と
な
っ
た
地
名
覃
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
「
因
達
神
山
」（
同
伊
和
里
条
）
が
あ
る

）
1（
（

。
も
し
今
の
姫
路
市
北
条
（
近
世
の
北

条
村
）
が
「
印
達
北
条
」
だ
と
い
う
な
ら
、「
因
達
神
山
」
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
こ
に
は
山
ど
こ
ろ
か
丘
と
呼
べ
る
も
の
す
ら
な
い
。
鎌
谷
氏
は
削
ら
れ
て
な
く
な
っ
た
と

す
る
が
、
そ
れ
は
暴
論
で
あ
ろ
う
。
姫
路
市
北
条
に
は
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
北
条
天
満
宮

が
あ
る
の
で
、
す
ぐ
に
飛
び
つ
き
た
く
な
る
の
は
わ
か
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
要
素
が
山
積
し
て
い
る
。

  

逆
に
、
そ
う
し
た
条
件
に
合
致
し
て
く
る
の
が
八
丈
岩
山
付
近
で
あ
る
か
ら
、
現
在
ま
で

そ
の
推
定
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
ち
ら
の
説
に
合
致
し
て
き

そ
う
な
記
述
が
、先
ほ
ど
紹
介
し
た
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
七
月
の
播
磨
国
司
庁
宣
案
（
留

守
所
宛
）
の
な
か
に
あ
る
。

　
事
書
き
に
「
定
置
姫
道
山
称
名
寺
念
仏
三
昧
条
々
子
細
事
」
と
あ
る
な
か
で
、
最
後
の
項

目
に
「
一
　
任
旧
定
四
至
堺
事
」
と
あ
る
よ
う
に
四
至
の
こ
と
が
表
示
さ
れ
て
お
り
、「
東

限
大
道
、
西
限
天
万
社
正
面
道
、
南
限
大
道
、
北
限
如
法
経
峯
道
」
と
み
え
る
。
こ
の
う
ち

の
西
限
に
「
天
万
社
」
と
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　
称
名
寺
は
、
か
つ
て
姫
山
（
現
在
の
姫
路
城
の
地
）
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
四

至
に
従
え
ば
、「
天
万
社
」（
天
満
宮
）
は
姫
山
よ
り
も
西
側
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
姫
山
の

西
側
に
は
八
丈
岩
山
が
そ
び
え
立
つ
。「
天
万
社
」（
天
満
宮
）
が
そ
の
手
前
に
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
新
在
家
あ
た
り
と
な
り
、
近
年
の
地
名
辞
典
類
の
説
と
合
致
す
る
。

　
十
三
世
紀
中
頃
に
ど
れ
ほ
ど
の
数
の
天
満
宮
が
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
頃

の
飾
磨
郡
内
の
天
満
宮
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
す
る
と
、
こ
の
「
天

万
社
」
は
十
三
世
紀
中
頃
以
前
か
ら
あ
っ
た
「
印
達
北
条
天
満
宮
」
の
可
能
性
が
高
く
、「
印

達
北
条
」
の
比
定
地
も
、
八
丈
岩
山
付
近
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
服
部
氏
や
鎌
谷
氏
は
、
姫

路
城
の
東
南
に
位
置
す
る
現
在
の
北
条
を
「
印
達
北
条
」
と
し
た
が
、
位
置
も
方
向
も
真
逆

で
成
り
立
た
な
い
。

　
ま
た
、
服
部
氏
も
取
り
上
げ
た
応
永
廿
一
年
（
一
四
一
四
）
十
二
月
八
日
付
赤
松
義
則
田

地
寄
進
状
の
な
か
の
「
印
逹
北
条
天
神
西
二
段
」
は
、
何
ら
か
の
願
い
の
成
就
の
た
め
に
、

守
護
で
あ
っ
た
赤
松
義
則
が
広
峯
社
に
寄
進
し
た
国
衙
の
田
地
の
記
載
で
あ
る
が
、
こ
の
史

料
か
ら
は
、
赤
松
氏
の
支
配
力
が
う
か
が
え
る
と
と
も
に
、「
印
達
北
条
天
神
」
が
森
光
寺

経
の
「
印
達
北
条
天
満
宮
」
で
あ
る
こ
と
を
濃
厚
に
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
服
部
氏
の
よ

う
に
「
国
衙
・
在
庁
官
人
崇
拝
の
対
象
で
あ
っ
た
」
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
ち
ら

か
と
言
え
ば
、守
護
赤
松
氏
の
管
理
下
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
印
達
北
条
天
満
宮
」
は
、

現
在
の
北
条
天
満
宮
で
は
な
く
、
八
丈
岩
山
付
近
に
あ
っ
た
「
天
万
社
」「
印
逹
北
条
天
神
」
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の
町
村
合
併
で
国
衙
村
と
い
う
名
称
に
改
め
ら
れ
た
な
か
に
南
条
村
が
含
ま
れ
て
い
る
こ
と

な
ど
を
根
拠
に
、「
印
達
南
条
」
は
南
条
村
で
、「
印
達
北
条
」
も
北
条
村
、
つ
ま
り
現
在
の

姫
路
市
北
条
と
し
た

）
11
（

。

　
国
衙
庄
内
の
印
達
北
条
か
ら
国
衙
村
内
の
北
条
へ
の
名
称
変
遷
だ
け
を
み
れ
ば
、
鎌
谷
説

は
正
し
い
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
国
衙
庄
は
、
正
確
な
領
域
は
わ
か
ら
な
い
に

し
て
も
、
数
個
の
村
が
合
併
し
た
国
衙
村
な
ど
よ
り
相
当
広
い
範
囲
を
指
す
こ
と
を
見
逃
し

て
は
な
ら
な
い
。
明
治
二
十
二
年
（
一
八
八
九
）
の
町
村
編
制
に
お
い
て
、
北
条
村
な
ど
四

つ
の
村
が
合
併
し
て
で
き
た
国
衙
村

）
11
（

は
、
た
ま
た
ま
広
大
な
国
衙
庄
の
一
部
を
な
し
て
い
た

た
め
、
国
衙
村
と
い
う
名
称
が
付
け
ら
れ
た
に
過
ぎ
な
い
。
国
衙
庄
の
範
囲
か
ら
す
れ
ば
、

国
衙
村
は
微
々
た
る
領
域
で
、国
衙
庄
と
明
治
期
の
国
衙
村
と
は
似
て
非
な
る
も
の
で
あ
る
。

　
服
部
説
に
し
て
も
、
今
の
姫
路
市
北
条
が
近
世
の
北
条
村
を
継
承
し
て
い
る
こ
と
を
根
拠

と
し
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
た
ん
に
名
称
が
近
い
か
ら
と
い
う
だ
け
で
は
、
印
達
北
条
と
北

条
村
を
同
じ
と
み
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
そ
も
そ
も
北
条
や
南
条
と
い
う
地
名
は
、
条
里
制

に
基
づ
い
て
付
け
ら
れ
た
名
称
で
、
播
磨
国
飾
磨
郡
内
に
は
史
料
で
わ
か
る
だ
け
で
も
、
印

達
郷
の
印
達
北
条
、
印
達
南
条
、
平
野
郷
の
平
野
北
条
、
平
野
南
条
、
三
野
郷
の
三
野
南
条

な
ど
が
み
ら
れ
、
各
郷
ご
と
に
存
在
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る

）
11
（

。
服
部
氏
の
論
理

で
言
え
ば
、
す
べ
て
の
北
条
に
当
て
は
ま
っ
て
し
ま
い
か
ね
な
い
。

　
そ
し
て
も
っ
と
も
重
要
な
の
は
、「
因
達
神
山
」
の
存
在
で
あ
る
。『
播
磨
国
風
土
記
』
飾

磨
郡
因
達
里
条
に
は
、
神
功
皇
后
に
よ
る
韓
国
平
定
に
向
け
た
渡
海
に
お
い
て
、
船
を
先
導

し
た
「
伊
太
代
之
神
」
が
こ
こ
に
鎮
座
し
た
こ
と
で
「
因
達
里
」
と
な
っ
た
地
名
覃
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
「
因
達
神
山
」（
同
伊
和
里
条
）
が
あ
る

）
1（
（

。
も
し
今
の
姫
路
市
北
条
（
近
世
の
北

条
村
）
が
「
印
達
北
条
」
だ
と
い
う
な
ら
、「
因
達
神
山
」
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、

そ
こ
に
は
山
ど
こ
ろ
か
丘
と
呼
べ
る
も
の
す
ら
な
い
。
鎌
谷
氏
は
削
ら
れ
て
な
く
な
っ
た
と

す
る
が
、
そ
れ
は
暴
論
で
あ
ろ
う
。
姫
路
市
北
条
に
は
、
江
戸
時
代
か
ら
続
く
北
条
天
満
宮

が
あ
る
の
で
、
す
ぐ
に
飛
び
つ
き
た
く
な
る
の
は
わ
か
る
が
、
そ
の
場
合
に
は
解
決
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
要
素
が
山
積
し
て
い
る
。

  

逆
に
、
そ
う
し
た
条
件
に
合
致
し
て
く
る
の
が
八
丈
岩
山
付
近
で
あ
る
か
ら
、
現
在
ま
で

そ
の
推
定
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
、
こ
ち
ら
の
説
に
合
致
し
て
き

そ
う
な
記
述
が
、先
ほ
ど
紹
介
し
た
建
長
元
年
（
一
二
四
九
）
七
月
の
播
磨
国
司
庁
宣
案
（
留

守
所
宛
）
の
な
か
に
あ
る
。

　
事
書
き
に
「
定
置
姫
道
山
称
名
寺
念
仏
三
昧
条
々
子
細
事
」
と
あ
る
な
か
で
、
最
後
の
項

目
に
「
一
　
任
旧
定
四
至
堺
事
」
と
あ
る
よ
う
に
四
至
の
こ
と
が
表
示
さ
れ
て
お
り
、「
東

限
大
道
、
西
限
天
万
社
正
面
道
、
南
限
大
道
、
北
限
如
法
経
峯
道
」
と
み
え
る
。
こ
の
う
ち

の
西
限
に
「
天
万
社
」
と
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　
称
名
寺
は
、
か
つ
て
姫
山
（
現
在
の
姫
路
城
の
地
）
に
あ
っ
た
と
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
四

至
に
従
え
ば
、「
天
万
社
」（
天
満
宮
）
は
姫
山
よ
り
も
西
側
に
あ
る
こ
と
に
な
る
。
姫
山
の

西
側
に
は
八
丈
岩
山
が
そ
び
え
立
つ
。「
天
万
社
」（
天
満
宮
）
が
そ
の
手
前
に
あ
る
と
す
る

な
ら
ば
、
新
在
家
あ
た
り
と
な
り
、
近
年
の
地
名
辞
典
類
の
説
と
合
致
す
る
。

　
十
三
世
紀
中
頃
に
ど
れ
ほ
ど
の
数
の
天
満
宮
が
あ
っ
た
の
か
は
わ
か
ら
な
い
が
、
そ
の
頃

の
飾
磨
郡
内
の
天
満
宮
は
知
ら
れ
て
い
な
い
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
す
る
と
、
こ
の
「
天

万
社
」
は
十
三
世
紀
中
頃
以
前
か
ら
あ
っ
た
「
印
達
北
条
天
満
宮
」
の
可
能
性
が
高
く
、「
印

達
北
条
」
の
比
定
地
も
、
八
丈
岩
山
付
近
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
服
部
氏
や
鎌
谷
氏
は
、
姫

路
城
の
東
南
に
位
置
す
る
現
在
の
北
条
を
「
印
達
北
条
」
と
し
た
が
、
位
置
も
方
向
も
真
逆

で
成
り
立
た
な
い
。

　
ま
た
、
服
部
氏
も
取
り
上
げ
た
応
永
廿
一
年
（
一
四
一
四
）
十
二
月
八
日
付
赤
松
義
則
田

地
寄
進
状
の
な
か
の
「
印
逹
北
条
天
神
西
二
段
」
は
、
何
ら
か
の
願
い
の
成
就
の
た
め
に
、

守
護
で
あ
っ
た
赤
松
義
則
が
広
峯
社
に
寄
進
し
た
国
衙
の
田
地
の
記
載
で
あ
る
が
、
こ
の
史

料
か
ら
は
、
赤
松
氏
の
支
配
力
が
う
か
が
え
る
と
と
も
に
、「
印
達
北
条
天
神
」
が
森
光
寺

経
の
「
印
達
北
条
天
満
宮
」
で
あ
る
こ
と
を
濃
厚
に
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
服
部
氏
の
よ

う
に
「
国
衙
・
在
庁
官
人
崇
拝
の
対
象
で
あ
っ
た
」
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ど
ち
ら

か
と
言
え
ば
、守
護
赤
松
氏
の
管
理
下
で
あ
ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、「
印
達
北
条
天
満
宮
」
は
、

現
在
の
北
条
天
満
宮
で
は
な
く
、
八
丈
岩
山
付
近
に
あ
っ
た
「
天
万
社
」「
印
逹
北
条
天
神
」
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な
ど
と
呼
ば
れ
る
神
社
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　
　
お
わ
り
に

　
こ
れ
ま
で
森
光
寺
経
の
基
本
情
報
を
ベ
ー
ス
と
し
、
服
部
英
雄
氏
の
見
解
と
比
較
し
な
が

ら
、
元
寇
に
関
わ
る
識
語
に
つ
い
て
の
所
見
を
述
べ
て
き
た
。
と
り
わ
け
重
要
な
の
は
、
中

近
世
の
補
填
十
五
巻
分
を
除
く
五
百
八
十
五
巻
分
が
森
光
寺
経
の
主
体
を
成
す
と
い
う
事
実

で
あ
る
。
そ
れ
を
逸
脱
し
た
見
解
は
受
け
入
れ
が
た
く
、
む
ろ
ん
そ
の
主
体
を
成
す
も
の
の

な
か
に
、
巻
第
四
九
八
も
含
ま
れ
て
い
る
。
そ
し
て
そ
れ
ら
は
、
も
と
は
播
磨
国
の
印
達
北

条
の
天
満
宮
に
奉
納
さ
れ
た
大
般
若
経
で
あ
り
、
一
〇
世
紀
中
頃
か
ら
一
三
世
紀
中
頃
の
間

の
ど
こ
か
の
時
点
で
成
巻
さ
れ
た
と
み
ら
れ
る
。

　
森
光
寺
経
の
主
体
に
含
ま
れ
る
巻
第
四
九
八
の
識
語
の
「
補
整
」
に
つ
い
て
は
、
現
物
を

観
察
す
る
と
、
部
分
裏
打
ち
や
、
後
世
に
切
断
さ
れ
た
痕
跡
も
み
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
服
部

氏
の
指
摘
す
る
よ
う
な
成
巻
の
意
で
は
な
く
、
補
修
の
意
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
何
三
於

が
約
百
二
十
巻
も
の
経
巻
の
補
填
を
主
導
し
た
と
い
う
事
実
は
、
ど
こ
か
ら
も
読
み
取
れ
な

い
。

　
そ
の
何
三
於
の
出
身
地
で
あ
る
旧
南
宋
の
江
西
路
瑞
州
は
、
現
在
の
宜
春
市
管
轄
の
高
安

市
・
上
高
県
・
宜
豊
県
付
近
で
あ
り
、
何
三
於
自
身
は
江
南
軍
に
編
成
さ
れ
た
職
業
軍
人
で

あ
っ
た
可
能
性
が
高
い
。
名
前
も
、服
部
氏
の
言
う
よ
う
な
「
何
三
」
で
は
な
く
、「
何
三
於
」

で
よ
い
。

　
こ
う
し
た
元
寇
時
の
捕
虜
が
、
南
宋
人
の
場
合
は
丁
重
な
扱
い
を
受
け
て
日
本
で
暮
ら
し

て
い
た
と
す
る
見
解
は
以
前
か
ら
あ
っ
た
が
、
そ
の
多
く
は
写
経
を
通
し
た
異
国
調
伏
祈
願

と
の
関
係
で
説
明
さ
れ
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
写
経
の
願
文
に
お
い
て
は
、
そ
の
点
は
い
ず

れ
に
お
い
て
も
直
結
し
な
か
っ
た
。
む
し
ろ
、
自
身
や
周
辺
の
人
々
の
安
泰
や
供
養
を
純
粋

に
祈
願
し
た
も
の
で
、
も
と
軍
人
で
あ
る
と
唯
一
判
明
し
て
い
る
何
三
於
に
お
い
て
も
、
例

外
で
は
な
い
と
の
見
解
に
至
っ
た
。

　
さ
い
ご
に
検
討
し
た
の
は
、「
印
達
北
条
」
の
天
満
宮
の
所
在
で
あ
る
。
姫
路
市
北
条
と

い
う
現
在
の
地
名
や
、
そ
れ
が
近
世
の
北
条
村
を
継
承
す
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
北
条
（
北

条
村
）
に
天
満
宮
が
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
、「
印
達
北
条
」
を
安
易
に
現
在
の
北
条
に
結

び
つ
け
よ
う
と
す
る
見
解
が
あ
っ
た
。
服
部
氏
も
そ
の
一
人
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、『
播
磨
国
風
土
記
』
お
よ
び
中
世
の
関
連
文
書
類
と
照
応
さ
せ
た
時
、
今
の

北
条
で
は
齟
齬
す
る
部
分
が
多
々
あ
り
、こ
の
こ
と
は
調
査
当
初
か
ら
課
題
と
な
っ
て
い
た
。

二
〇
一
七
年
の
市
指
定
文
化
財
の
審
議
会
に
お
い
て
は
、
姫
路
市
北
条
説
を
採
ら
な
い
地
名

辞
典
類
を
支
持
す
る
報
告
を
行
っ
た
。

　
そ
の
後
、
古
代
・
中
世
史
料
の
検
討
を
さ
ら
に
補
足
し
た
の
が
本
小
文
で
、「
印
達
北
条
」

は
、姫
路
城
の
西
（
北
）
方
向
に
あ
り
、北
条
村
と
は
姫
路
城
を
挟
ん
で
対
称
の
位
置
に
あ
っ

た
と
現
在
で
は
考
え
て
い
る
。
近
世
の
北
条
村
は
、「
印
達
北
条
」
で
は
な
い
ほ
か
の
地
域

の
北
条
に
あ
た
る
の
で
は
な
い
か
。

　
な
お
、
本
小
文
で
は
、
元
寇
関
係
の
識
語
の
検
討
を
中
心
と
し
た
た
め
、
そ
の
ほ
か
の
こ

と
に
つ
い
て
は
あ
え
て
ふ
れ
な
か
っ
た
。
た
と
え
ば
、
森
光
寺
経
が
和
泉
国
内
に
入
る
ま
で

は
、
長
ら
く
播
磨
国
内
に
置
か
れ
て
い
た
こ
と
が
、
後
補
の
巻
第
五
一
一
（
大
永
七
年
）
か

ら
類
推
で
き
る
こ
と
な
ど
は
盛
り
込
ん
で
い
な
い
。

　
こ
う
し
た
点
を
含
め
て
、
詳
述
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
点
は
多
々
あ
る
。
こ
れ
以
上
は
、

や
は
り
正
式
な
報
告
書
の
刊
行
を
待
ち
た
い
。

注（
１
）
三
浦
圭
一
「
和
泉
市
新
発
見
の
大
般
若
経
に
つ
い
て
」『
史
林
』
第
四
五
巻
第
二
号
、
一
九
六
二
年
。

三
浦
氏
の
見
解
は
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

（
２
）
筆
者
が
調
査
指
導
を
担
当
し
、
そ
の
成
果
の
一
部
と
し
て
、
拙
稿
「
市
史
だ
よ
りvol.219 

平
成

２
８
年
度
市
指
定
文
化
財 

森
光
寺
所
蔵
大
般
若
経
（
２
）」（『
広
報
い
ず
み
』
八
月
号
〔
第
七
〇
四
号
〕、

和
泉
市
市
長
公
室
い
ず
み
ア
ピ
ー
ル
課
、
二
〇
一
七
年
）
が
あ
り
、
広
く
市
民
に
公
開
し
て
い
る
。

（
３
）
服
部
英
雄
『
蒙
古
襲
来
と
神
風
―
中
世
の
対
外
戦
争
の
真
実
―
』（
中
央
公
論
新
社
、二
〇
一
七
年
）。

（
４
）
く
ま
も
と
文
学
・
歴
史
館
編
『
蒙
古
襲
来
絵
詞
と
竹
崎
季
長
』
二
〇
一
八
年
、
服
部
英
雄
「
蒙
古

襲
来
の
背
後
・
被
虜
人
た
ち
の
戦
後 

弘
安
四
年
（
一
二
八
一
）
か
ら
正
応
五
年
（
一
二
九
二
）」（『
し
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ぐ
さ
・
表
情 

蒙
古
襲
来
絵
詞
復
原 

永
青
文
庫
白
描
本
・
彩
色
本
か
ら
―
』
海
鳥
社
、
二
〇
二
二
年
）。

（
５
）
拙
稿
「
地
域
に
残
る
大
般
若
経
の
調
査
」（
和
泉
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
・
塚
田
孝
・
町
田
哲
監
修

『
和
泉
市
の
歴
史
７ 

テ
ー
マ
叙
述
編
Ⅱ 

和
泉
市
の
近
世
』
和
泉
市
、
二
〇
一
八
年
）。
森
光
寺
経
の
基

本
情
報
は
こ
こ
に
記
し
て
い
る
。
な
お
、
五
百
八
十
五
巻
分
の
一
紙
幅
の
平
均
は
、
四
五
・
九
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
で
、
標
準
偏
差
は
一
・
一
九
で
あ
る
。
標
準
偏
差
が
一
に
近
い
ほ
ど
偏
差
が
な
い
と
言
え
る

の
で
、
こ
の
五
百
八
十
五
巻
分
の
規
格
性
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。

（
６
）
一
紙
幅
の
規
格
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
経
巻
調
査
の
意
義
―
既
多
寺
大
智
度
論
の
事
例
―
」（『
市

大
日
本
史
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
７
）
拙
稿
前
掲
注
５
論
文
。

（
８
）
経
巻
の
仕
立
て
方
に
つ
い
て
は
、栗
原
治
夫
「
奈
良
朝
写
経
の
製
作
手
順
」（『
日
本
古
文
書
学
論
集
』

３
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、
初
出
は
一
九
七
二
年
）
を
参
照
。

（
９
）
拙
稿
「
古
写
経
研
究
の
可
能
性
―
道
行
知
識
経
に
つ
い
て
―
」（『
九
州
史
学
』
第
一
五
一
号
、

二
〇
〇
八
年
）
で
は
、
切
断
痕
跡
の
一
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
10
）
経
文
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
並
び
で
問
題
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

（
11
）
栗
原
氏
前
掲
注
８
論
文
。

（
12
）
多
く
の
切
断
事
例
は
、
余
分
行
の
左
右
を
切
断
す
る
の
で
、
切
断
箇
所
は
二
箇
所
生
じ
、
上
手
に

切
ら
な
い
と
つ
な
げ
る
さ
い
の
糊
代
の
部
分
が
な
く
な
り
、
つ
な
げ
た
結
果
、
行
と
行
が
少
し
寄
っ

た
形
に
な
る
。
し
か
し
、
本
例
は
た
ま
た
ま
該
当
箇
所
の
一
方
が
紙
継
目
に
か
か
っ
て
い
た
た
め
、

片
方
を
切
ら
ず
と
も
剥
が
す
こ
と
で
糊
代
を
十
分
確
保
で
き
た
珍
し
い
事
例
で
あ
る
。
じ
っ
く
り
見

な
い
と
気
づ
か
な
い
。

（
13
）
当
初
は
六
州
で
あ
っ
た
が
（『
宋
史
』
巻
八
十
八
・
志
第
四
十
一
・
地
理
四
・
江
南
西
路
）、
紹
興

四
年
（
一
一
三
四
）
よ
り
七
州
と
な
っ
た
（
許
怀
林
『
江
西
通
史
・
南
宋
巻
』
江
西
出
版
集
団
・
江

西
人
民
出
版
者
、
二
〇
〇
九
年
、
八
二
頁
）。

（
14
）『
宋
史
』
巻
八
十
八
・
志
第
四
十
一
・
地
理
四
・
江
南
西
路
、
許
怀
林
『
江
西
通
史
・
南
宋
巻
』（
江

西
出
版
集
団
・
江
西
人
民
出
版
者
、
二
〇
〇
九
年
）
八
八
頁
。

（
15
）
か
つ
て
注
２
文
献
に
て
今
の
瑞
金
市
に
あ
た
る
と
し
た
の
を
訂
正
す
る
。

（
16
）
許
怀
林
『
江
西
通
史
・
北
宋
巻
』（
江
西
出
版
集
団
・
江
西
人
民
出
版
者
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
17
）
西
川
芳
樹
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
な
お
、
新
聞
報
道
当
初
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
研
究
者
ら
に
よ
る
何

三
於
に
つ
い
て
の
意
見
が
出
回
っ
て
い
る
こ
と
を
関
山
麻
衣
子
氏
に
よ
り
お
知
ら
せ
い
た
だ
い
た
。

い
ず
れ
も
首
肯
で
き
る
見
解
は
な
か
っ
た
。

（
18
）『
元
史
』
志
第
十
四
・
地
理
五
・
江
西
等
處
行
中
書
省
・
瑞
州
路
。

（
19
）
杉
山
正
明
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
興
亡
〈
下
〉
―
世
界
経
営
の
時
代
』（
講
談
社
、
一
九
九
六
年
）。

（
20
）
榎
本
渉
「
初
期
日
元
貿
易
と
人
的
交
流
」（
宋
代
史
研
究
会
編
『
宋
代
の
長
江
流
域
―
社
会
経
済
史

の
視
点
か
ら
―
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）。
榎
本
氏
の
見
解
は
、
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

（
21
）
近
藤
善
博
「
宋
人
書
写
の
大
般
若
経
―
広
島
県
三
原
市
・
正
法
寺
の
場
合
―
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』

第
一
九
〇
号
、一
九
六
七
年
）に
写
真
あ
り
。
堤
勝
義「
三
原
正
法
寺
所
蔵
の
大
般
若
経
に
つ
い
て
」（『
福

山
市
立
福
山
城
博
物
館 

友
の
会
だ
よ
り
』
№
一
四
、一
九
八
四
年
）
も
参
照
。

（
22
）
界
線
が
上
下
の
み
で
あ
る
こ
と
と
、
題
が
縦
に
ゆ
っ
た
り
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
も

と
に
し
た
本
経
は
、
宋
版
大
般
若
経
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
23
）
近
藤
氏
前
掲
注
21
論
文
。

（
24
）
近
藤
氏
前
掲
注
21
論
文
。

（
25
）島
根
県
教
育
委
員
会
・
朝
日
新
聞
社
編『
古
代
出
雲
文
化
展
―
神
々
の
国 

悠
久
の
遺
産
―
』（
一
九
九
七

年
、
一
九
二
頁
）
の
写
真
よ
り
翻
刻
。

（
26
）「
己
丑
」は
正
応
二
年（
一
二
八
九
）の
た
め
誤
り
。
た
だ
し
、「
五
箇
年
」と
あ
る
か
ら
年
号
は
正
し
い
。

写
真
版
を
み
る
と
、「
五
箇
年
」
の
「
五
」
に
は
「
四
」
か
ら
の
訂
正
痕
が
見
え
る
。
実
際
は
丸
四
年

で
あ
る
が
、
元
号
で
み
る
と
元
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
そ
う
し
た
か
。

（
27
）
近
藤
氏
前
掲
注
21
論
文
。

（
28
）滋
賀
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
部
文
化
財
保
護
課
編『
滋
賀
県
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
調
査
報
告
書
』

（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
年
）
二
〇
頁
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
編
『
大
般
若
経
の
世
界
』

（
一
九
九
五
年
）
二
九
頁
。

（
29
）
前
掲
注
28
書
。

（
30
）
事
例
④
は
「
中
原
」
と
あ
る
の
で
保
留
す
る
。
そ
の
ほ
か
は
南
宋
人
で
あ
る
と
は
思
う
が
、
北
宋

人
の
二
世
三
世
で
あ
る
可
能
性
も
残
し
て
お
く
。

（
31
）
牛
山
佳
幸
「
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
前
後
の
時
期
に
お
け
る
地
域
社
会
と
仏
教
―
善
光
寺
信
仰
お
よ
び
信

濃
関
係
の
事
例
を
中
心
と
し
て
―
」『
佛
教
史
学
研
究
』
第
四
九
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
六
年
。
ま
た
、

一
つ
の
事
例
か
ら
宋
人
書
写
の
大
般
若
経
を
異
国
調
伏
と
の
関
係
で
捉
え
た
も
の
と
し
て
、
す
で
に

堤
氏
前
掲
注
21
論
文
が
あ
る
。

（
32
）
こ
の
部
分
の
史
料
の
扱
い
、
並
び
に
『
元
史
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
植
松
正
「『
経
世
大
典
』

に
み
る
元
朝
の
対
日
本
外
交
論
」（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要 

史
学
編
』
第

一
六
号
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

（
33
）
編
成
は
、市
島
謙
吉
編
輯
『
高
麗
史 

第
一
』（
国
書
刊
行
会
、一
九
〇
八
年
）
に
依
っ
た
が
、こ
こ
で
は
、

武
田
幸
男
編
訳
『
高
麗
史
日
本
伝
（
上
）』（
岩
波
書
店
、二
〇
〇
五
年
）
の
書
き
下
し
文
を
あ
げ
た
（
た

だ
し
、
意
訳
部
分
は
省
略
）。

（
34
）
前
掲
し
た
于
閶
の
報
告
の
な
か
の
二
日
前
に
「
七
日
、日
本
人
来
戦
、尽
死
、余
二
三
万
虜
」
と
あ
る
。
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ぐ
さ
・
表
情 

蒙
古
襲
来
絵
詞
復
原 

永
青
文
庫
白
描
本
・
彩
色
本
か
ら
―
』
海
鳥
社
、
二
〇
二
二
年
）。

（
５
）
拙
稿
「
地
域
に
残
る
大
般
若
経
の
調
査
」（
和
泉
市
史
編
さ
ん
委
員
会
編
・
塚
田
孝
・
町
田
哲
監
修

『
和
泉
市
の
歴
史
７ 

テ
ー
マ
叙
述
編
Ⅱ 

和
泉
市
の
近
世
』
和
泉
市
、
二
〇
一
八
年
）。
森
光
寺
経
の
基

本
情
報
は
こ
こ
に
記
し
て
い
る
。
な
お
、
五
百
八
十
五
巻
分
の
一
紙
幅
の
平
均
は
、
四
五
・
九
セ
ン
チ

メ
ー
ト
ル
で
、
標
準
偏
差
は
一
・
一
九
で
あ
る
。
標
準
偏
差
が
一
に
近
い
ほ
ど
偏
差
が
な
い
と
言
え
る

の
で
、
こ
の
五
百
八
十
五
巻
分
の
規
格
性
の
高
さ
を
示
し
て
い
る
。

（
６
）
一
紙
幅
の
規
格
性
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
「
経
巻
調
査
の
意
義
―
既
多
寺
大
智
度
論
の
事
例
―
」（『
市

大
日
本
史
』
第
一
一
号
、
二
〇
〇
八
年
）
で
述
べ
た
こ
と
が
あ
る
。

（
７
）
拙
稿
前
掲
注
５
論
文
。

（
８
）
経
巻
の
仕
立
て
方
に
つ
い
て
は
、栗
原
治
夫
「
奈
良
朝
写
経
の
製
作
手
順
」（『
日
本
古
文
書
学
論
集
』

３
、
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
八
年
、
初
出
は
一
九
七
二
年
）
を
参
照
。

（
９
）
拙
稿
「
古
写
経
研
究
の
可
能
性
―
道
行
知
識
経
に
つ
い
て
―
」（『
九
州
史
学
』
第
一
五
一
号
、

二
〇
〇
八
年
）
で
は
、
切
断
痕
跡
の
一
事
例
を
紹
介
し
て
い
る
。

（
10
）
経
文
そ
の
も
の
に
つ
い
て
は
、
現
状
の
並
び
で
問
題
な
い
こ
と
を
確
認
し
て
い
る
。

（
11
）
栗
原
氏
前
掲
注
８
論
文
。

（
12
）
多
く
の
切
断
事
例
は
、
余
分
行
の
左
右
を
切
断
す
る
の
で
、
切
断
箇
所
は
二
箇
所
生
じ
、
上
手
に

切
ら
な
い
と
つ
な
げ
る
さ
い
の
糊
代
の
部
分
が
な
く
な
り
、
つ
な
げ
た
結
果
、
行
と
行
が
少
し
寄
っ

た
形
に
な
る
。
し
か
し
、
本
例
は
た
ま
た
ま
該
当
箇
所
の
一
方
が
紙
継
目
に
か
か
っ
て
い
た
た
め
、

片
方
を
切
ら
ず
と
も
剥
が
す
こ
と
で
糊
代
を
十
分
確
保
で
き
た
珍
し
い
事
例
で
あ
る
。
じ
っ
く
り
見

な
い
と
気
づ
か
な
い
。

（
13
）
当
初
は
六
州
で
あ
っ
た
が
（『
宋
史
』
巻
八
十
八
・
志
第
四
十
一
・
地
理
四
・
江
南
西
路
）、
紹
興

四
年
（
一
一
三
四
）
よ
り
七
州
と
な
っ
た
（
許
怀
林
『
江
西
通
史
・
南
宋
巻
』
江
西
出
版
集
団
・
江

西
人
民
出
版
者
、
二
〇
〇
九
年
、
八
二
頁
）。

（
14
）『
宋
史
』
巻
八
十
八
・
志
第
四
十
一
・
地
理
四
・
江
南
西
路
、
許
怀
林
『
江
西
通
史
・
南
宋
巻
』（
江

西
出
版
集
団
・
江
西
人
民
出
版
者
、
二
〇
〇
九
年
）
八
八
頁
。

（
15
）
か
つ
て
注
２
文
献
に
て
今
の
瑞
金
市
に
あ
た
る
と
し
た
の
を
訂
正
す
る
。

（
16
）
許
怀
林
『
江
西
通
史
・
北
宋
巻
』（
江
西
出
版
集
団
・
江
西
人
民
出
版
者
、
二
〇
〇
八
年
）。

（
17
）
西
川
芳
樹
氏
の
ご
教
示
に
よ
る
。
な
お
、
新
聞
報
道
当
初
に
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
研
究
者
ら
に
よ
る
何

三
於
に
つ
い
て
の
意
見
が
出
回
っ
て
い
る
こ
と
を
関
山
麻
衣
子
氏
に
よ
り
お
知
ら
せ
い
た
だ
い
た
。

い
ず
れ
も
首
肯
で
き
る
見
解
は
な
か
っ
た
。

（
18
）『
元
史
』
志
第
十
四
・
地
理
五
・
江
西
等
處
行
中
書
省
・
瑞
州
路
。

（
19
）
杉
山
正
明
『
モ
ン
ゴ
ル
帝
国
の
興
亡
〈
下
〉
―
世
界
経
営
の
時
代
』（
講
談
社
、
一
九
九
六
年
）。

（
20
）
榎
本
渉
「
初
期
日
元
貿
易
と
人
的
交
流
」（
宋
代
史
研
究
会
編
『
宋
代
の
長
江
流
域
―
社
会
経
済
史

の
視
点
か
ら
―
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
）。
榎
本
氏
の
見
解
は
、
す
べ
て
こ
れ
に
よ
る
。

（
21
）
近
藤
善
博
「
宋
人
書
写
の
大
般
若
経
―
広
島
県
三
原
市
・
正
法
寺
の
場
合
―
」（『
Ｍ
Ｕ
Ｓ
Ｅ
Ｕ
Ｍ
』

第
一
九
〇
号
、一
九
六
七
年
）に
写
真
あ
り
。
堤
勝
義「
三
原
正
法
寺
所
蔵
の
大
般
若
経
に
つ
い
て
」（『
福

山
市
立
福
山
城
博
物
館 

友
の
会
だ
よ
り
』
№
一
四
、一
九
八
四
年
）
も
参
照
。

（
22
）
界
線
が
上
下
の
み
で
あ
る
こ
と
と
、
題
が
縦
に
ゆ
っ
た
り
と
書
か
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
か
ら
、
も

と
に
し
た
本
経
は
、
宋
版
大
般
若
経
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

（
23
）
近
藤
氏
前
掲
注
21
論
文
。

（
24
）
近
藤
氏
前
掲
注
21
論
文
。

（
25
）島
根
県
教
育
委
員
会
・
朝
日
新
聞
社
編『
古
代
出
雲
文
化
展
―
神
々
の
国 

悠
久
の
遺
産
―
』（
一
九
九
七

年
、
一
九
二
頁
）
の
写
真
よ
り
翻
刻
。

（
26
）「
己
丑
」は
正
応
二
年（
一
二
八
九
）の
た
め
誤
り
。
た
だ
し
、「
五
箇
年
」と
あ
る
か
ら
年
号
は
正
し
い
。

写
真
版
を
み
る
と
、「
五
箇
年
」
の
「
五
」
に
は
「
四
」
か
ら
の
訂
正
痕
が
見
え
る
。
実
際
は
丸
四
年

で
あ
る
が
、
元
号
で
み
る
と
元
年
か
ら
五
年
に
か
け
て
行
わ
れ
て
い
る
の
で
そ
う
し
た
か
。

（
27
）
近
藤
氏
前
掲
注
21
論
文
。

（
28
）滋
賀
県
教
育
委
員
会
事
務
局
文
化
部
文
化
財
保
護
課
編『
滋
賀
県
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
調
査
報
告
書
』

（
滋
賀
県
教
育
委
員
会
、
一
九
八
九
年
）
二
〇
頁
、
滋
賀
県
立
琵
琶
湖
文
化
館
編
『
大
般
若
経
の
世
界
』

（
一
九
九
五
年
）
二
九
頁
。

（
29
）
前
掲
注
28
書
。

（
30
）
事
例
④
は
「
中
原
」
と
あ
る
の
で
保
留
す
る
。
そ
の
ほ
か
は
南
宋
人
で
あ
る
と
は
思
う
が
、
北
宋

人
の
二
世
三
世
で
あ
る
可
能
性
も
残
し
て
お
く
。

（
31
）
牛
山
佳
幸
「
モ
ン
ゴ
ル
襲
来
前
後
の
時
期
に
お
け
る
地
域
社
会
と
仏
教
―
善
光
寺
信
仰
お
よ
び
信

濃
関
係
の
事
例
を
中
心
と
し
て
―
」『
佛
教
史
学
研
究
』
第
四
九
巻
第
一
号
、
二
〇
〇
六
年
。
ま
た
、

一
つ
の
事
例
か
ら
宋
人
書
写
の
大
般
若
経
を
異
国
調
伏
と
の
関
係
で
捉
え
た
も
の
と
し
て
、
す
で
に

堤
氏
前
掲
注
21
論
文
が
あ
る
。

（
32
）
こ
の
部
分
の
史
料
の
扱
い
、
並
び
に
『
元
史
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
植
松
正
「『
経
世
大
典
』

に
み
る
元
朝
の
対
日
本
外
交
論
」（『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
研
究
紀
要 

史
学
編
』
第

一
六
号
、
二
〇
一
七
年
）
を
参
照
。

（
33
）
編
成
は
、市
島
謙
吉
編
輯
『
高
麗
史 

第
一
』（
国
書
刊
行
会
、一
九
〇
八
年
）
に
依
っ
た
が
、こ
こ
で
は
、

武
田
幸
男
編
訳
『
高
麗
史
日
本
伝
（
上
）』（
岩
波
書
店
、二
〇
〇
五
年
）
の
書
き
下
し
文
を
あ
げ
た
（
た

だ
し
、
意
訳
部
分
は
省
略
）。

（
34
）
前
掲
し
た
于
閶
の
報
告
の
な
か
の
二
日
前
に
「
七
日
、日
本
人
来
戦
、尽
死
、余
二
三
万
虜
」
と
あ
る
。
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（
35
）
高
橋
秀
樹
ほ
か
校
訂
『
史
料
纂
集 

古
記
録
編 

勘
仲
記 

第
２
』（
八
木
書
店
、
二
〇
一
〇
年
）。

（
36
）
川
添
昭
二
『
注
解 

元
寇
防
塁
編
年
史
料
―
異
国
警
固
番
役
史
料
の
研
究
―
』（
福
岡
市
教
育
委
員
会
、

一
九
七
一
年
）
一
九
八
頁
。

（
37
）
釼
阿
『
釈
摩
訶
衍
論
私
見
聞
』
巻
四
の
表
紙
裏
の
余
白
に
書
か
れ
て
い
る
と
い
う
「
流
罪
唐
人
」

の
漢
詩
（
金
沢
文
庫
編
『
金
澤
文
庫
古
文
書
』
第
九
輯
、
佛
事
篇
下
、
六
八
四
〇
号
）
を
根
拠
に
し

て
い
る
。

（
38
）
こ
の
部
分
を
服
部
論
文
で
は
「
只
得
求
僧
告
佛
知
」
と
翻
刻
し
て
い
る
。
服
部
論
文
で
は
写
真
が

掲
載
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
裏
う
つ
り
で
紛
ら
わ
し
か
っ
た
り
、
掲
載
写
真
の
文
字
が
小
さ
過
ぎ
て
、

い
ず
れ
が
妥
当
で
あ
る
か
判
断
で
き
な
い
。
た
だ
、
い
ず
れ
の
翻
刻
で
あ
れ
仏
縁
を
求
め
て
い
る
こ

と
の
み
は
言
え
そ
う
で
あ
る
。

（
39
）
拙
稿
前
掲
注
２
。

（
40
）
拙
稿
前
掲
注
５
論
文
。

（
41
）
平
凡
社
地
方
資
料
セ
ン
タ
ー
編
『
兵
庫
県
の
地
名
Ⅱ
』（
平
凡
社
、
一
九
九
九
年
）。

（
42
）
財
団
法
人
角
川
文
化
振
興
財
団
編
『
古
代
地
名
大
辞
典
』（
角
川
書
店
、
一
九
九
九
年
）。

（
43
）
庭
山
眞
綱
編
輯
『
飾
磨
郡
誌
』（
兵
庫
県
飾
磨
郡
教
育
会
、
一
九
二
七
年
）。
こ
こ
で
は
八
丈
岩
山

の
こ
と
を
新
在
家
山
と
称
し
て
い
る
。

（
44
）
井
上
通
泰
『
播
磨
国
風
土
記
新
考
』（
大
岡
山
書
店
、
一
九
三
一
年
）
飾
磨
郡
因
達
里
の
項
。
こ
こ

で
は
「
八
丈
」
の
「
丈
」
を
「
畳
」
と
記
し
て
い
る
。

（
45
）
神
戸
大
学
附
属
図
書
館
所
蔵
広
峯
神
社
文
書
８
号
（
姫
路
市
市
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
姫
路
市
史
』

第
九
巻 

史
料
編 

中
世
２
、
姫
路
市
、
二
〇
一
二
年
）。

（
46
）
正
明
寺
所
蔵
正
明
寺
文
書
二
（
一
）
号
の
称
名
寺
寺
僧
等
文
書
紛
失
状
の
う
ち
（
姫
路
市
市
史
編

集
専
門
委
員
会
編
『
姫
路
市
史
』
第
九
巻 

史
料
編 

中
世
２
、
姫
路
市
、
二
〇
一
二
年
）。

（
47
）
山
内
首
藤
家
文
書
一
三
七
号
（
東
京
帝
国
大
学
編
『
大
日
本
古
文
書
』
家
わ
け
第
一
五
、
東
京
帝

国
大
学
文
学
部
史
料
編
纂
所
、
一
九
四
〇
年
）。

（
48
）鎌
谷
木
三
次『
式
内
射
楯
兵
主
神
社
と
播
磨
国
総
社
の
研
究
』（
播
磨
郷
土
史
研
究
会
、一
九
六
一
年
）。

（
49
）
豊
沢
村
・
北
条
村
・
南
条
村
・
庄
田
村
。
姫
路
市
史
編
集
専
門
委
員
会
編
『
姫
路
市
史
』
第
五
巻
上
、

近
現
代
１
（
姫
路
市
、
二
〇
〇
〇
年
）。

（
50
）
前
掲
注
41
書
な
ど
。

（
51
）『
播
磨
国
風
土
記
』
は
、
植
垣
節
也
校
注
・
訳
『
風
土
記
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
を
参
照
。

【
付
記
】

　
森
光
寺
経
の
実
見
に
あ
た
っ
て
は
、
和
泉
市
教
育
委
員
会
の
永

啓
子
氏
・
山
下
聡
一
氏
・
西
田
久
美

氏
に
お
世
話
に
な
り
、
森
光
寺
代
表
役
員
の
大
塚
光
範
氏
か
ら
は
、
写
真
掲
載
の
ご
許
可
を
い
た
だ
い
た
。

記
し
て
感
謝
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

―　15　―

安
養
集
第
九
本 

78
　
不
退

（
613
）
阿
弥
陀
経
に
云
う
（『
大
正
蔵
』
一
二
、三
四
七
頁
中
）、「
極
楽
の
往
生
人
は
、
み
な
阿
鞞
跋
致
す

な
わ
ち
不
退
転
の
菩
薩
で
あ
る
」（
要
約
）
と
。

（
614
）
同
経
義
記
に
云
う
（
天
台
『
阿
弥
陀
経
義
記
』、『
大
正
蔵
』
三
七
、三
〇
七
頁
上
）、「
極
楽
の
徒

衆
に
つ
い
て
、
ま
ず
声
聞
を
挙
げ
、
次
に
菩
薩
を
明
か
す
。
問
う
。
は
じ
め
に
無
数
の
声
聞
あ
り
と
言
い
、

後
に
み
な
阿
鞞
跋
致
で
あ
る
と
言
う
の
は
な
ぜ
か
。
答
え
。
二
乗
も
み
な
不
退
だ
か
ら
で
あ
る
。
二
乗
は

凡
夫
に
退
か
ず
、
菩
薩
は
小
乗
に
退
か
な
い
の
で
あ
る
」（
要
約
）
と
。

（
615
）同
経
略
記
に
云
う（
源
信『
阿
弥
陀
経
略
記
』、『
大
正
蔵
』五
七
、六
七
七
頁
下
～
六
七
八
頁
上
）、「
問

う
。『
菩
薩
瓔
珞
本
業
経
』（
巻
上
、『
大
正
蔵
』
二
四
、一
〇
一
三
頁
上
）
に
は
、
第
七
住
で
は
じ
め
て
不

退
に
立
つ
と
説
か
れ
る
が
、
極
楽
の
衆
生
が
み
な
不
退
で
あ
る
と
説
か
れ
る
の
は
な
ぜ
か
。
ま
た
上
品
中

生
人
は
、
往
生
か
ら
七
日
後
に
不
退
を
得
る
と
説
か
れ
る
。
そ
の
他
は
ど
う
な
の
か
。
答
え
。『
十
疑
論
』

に
よ
る
と
、
極
楽
の
衆
生
は
修
行
が
足
り
な
い
が
、
別
の
理
由
で
不
退
を
得
る
と
言
う
。
第
一
に
は
阿
弥

陀
仏
の
大
悲
願
に
懐
か
れ
て
い
る
か
ら
、
…
中
略
…
第
五
に
は
仏
と
等
し
く
寿
命
無
量
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
基
の
『
西
方
要
決
』
に
は
、
三
不
退
の
ほ
か
に
、
極
楽
は
処
不
退
と
名
づ
け
ら
れ
る
と
言
う
。
…
中

略
…
処
不
退
に
つ
い
て
は
『
十
疑
論
』
の
説
と
同
意
で
あ
る
。

　
問
う
。
彼
国
に
は
阿
羅
漢
果
を
得
る
者
も
あ
る
の
に
、
な
ぜ
み
な
阿
鞞
跋
致
（
不
退
）
で
あ
る
と
説
か

れ
る
の
か
。
答
え
。
天
台
『
阿
弥
陀
経
義
記
』
に
、〈
二
乗
は
凡
夫
に
退
か
ず
、
菩
薩
は
二
乗
に
退
か
な

い
か
ら
、
不
退
で
あ
る
と
説
か
れ
る
〉
と
言
う
。
天
台
大
師
は
教
時
次
第
に
よ
っ
て
、
こ
の
よ
う
に
仰
せ

で
あ
る
が
、
理
を
尽
く
さ
れ
て
は
い
な
い
。
仏
名
を
聞
い
て
発
願
し
、
大
乗
に
お
い
て
不
退
転
を
得
た

後
に
往
生
し
た
者
が
、
な
ぜ
長
ら
く
小
乗
に
住
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
と
い
う
問
題
が
残
る
。
も
し
仏

名
を
聞
か
ず
、
発
願
も
し
な
け
れ
ば
往
生
で
き
な
い
は
ず
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
往
生
の
後
し
ば

ら
く
は
小
乗
に
住
す
る
が
、
最
終
的
に
は
大
乗
に
帰
す
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
十
疑
論
』（『
大
正
蔵
』

四
七
、八
〇
頁
中
）
に
は
、〈
た
だ
回
心
し
て
浄
土
に
生
ま
れ
る
こ
と
を
願
う
な
ら
ば
、
浄
土
に
至
り
、
二

源
隆
国
『
安
養
集
』
の
研
究
（
七
）

梯
　
　
信
　
暁

乗
の
執
心
が
な
く
な
る
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
『
浄
土
論
』
に
は
、《
女
人
・
根
欠
さ
ら
に
な
く
　
二
乗
種

を
も
つ
者
も
な
し
》
と
説
か
れ
る
の
で
あ
る
〉
と
言
う
。
た
と
え
天
台
大
師
の
釈
で
あ
ろ
う
と
も
、
一
辺

に
執
着
し
て
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
『
称
讃
浄
土
経
』
に
は
、〈
必
ず
無
上
菩
提
を
証
す
る
で
あ
ろ
う
〉

と
説
か
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
」（
要
約
）
と
。

（
616
）
同
経
疏
に
云
う
元
暁
（『
大
正
蔵
』
三
七
、三
四
九
頁
下
）、「
第
三
大
衆
功
徳
と
は
、
往
生
人
は
み

な
阿
鞞
跋
致
を
得
る
こ
と
を
言
う
。
よ
っ
て
十
念
の
功
徳
に
至
る
ま
で
、
往
生
人
は
正
定
聚
に
入
り
、
永

く
退
く
こ
と
は
な
い
。『
浄
土
論
』
に
は
、〈
荘
厳
大
衆
功
徳
と
は
、
偈
に
、《
極
楽
世
界
の
天
人
は
、
ほ

と
け
の
智
慧
よ
り
現
れ
る
》
と
言
う
〉
と
説
か
れ
る
。
思
う
に
、
み
な
如
来
の
智
慧
に
よ
っ
て
、
正
定
聚

に
摂
め
ら
れ
て
動
転
し
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
」（
要
約
）
と
。

（
617
）
称
讃
浄
土
経
に
云
う
（『
大
正
蔵
』
一
二
、三
四
九
頁
下
）、「
彼
土
に
生
ま
れ
た
者
は
み
な
不
退
転

で
あ
り
、
悪
処
に
堕
ち
る
こ
と
は
な
い
。
常
に
諸
仏
浄
土
に
遊
び
、
行
願
増
進
し
て
、
必
ず
無
上
菩
提
を

証
す
る
で
在
ろ
う
」（
要
約
）
と
。

（
618
）
同
経
疏
靖
邁
に
云
ふ
、「
こ
の
下
四
段
の
文
は
、ま
た
す
な
は
ち
無
量
寿
論
の
、四
種
の
門
を
も
っ
て
、

浄
土
に
入
る
に
当
た
る
。
こ
の
段
は
す
な
は
ち
衆
生
の
阿
弥
陀
仏
を
拝
し
て
、
浄
土
に
入
る
を
願
ふ
に
当

た
る
。
も
っ
て
文
に
云
ふ
、〈
悪
趣
、
辺
地
・
下
賤
、
蔑
戻
車
の
中
に
堕
ち
ず
〉
と
。
も
し
拝
せ
ず
ん
ば
、

こ
の
下
賤
の
業
を
捨
つ
る
に
よ
し
な
し
。
文
中
に
三
あ
り
。
初
に
対
揚
に
命
じ
て
、
彼
土
に
生
ぜ
ば
、
み

な
不
退
転
な
る
を
明
か
す
。
ゆ
ゑ
に
両
巻
に
云
ふ
、〈
彼
の
国
に
生
ず
る
者
は
、
み
な
こ
と
ご
と
く
正
定

の
聚
に
住
す
。
ゆ
ゑ
は
い
か
ん
と
な
れ
ば
、
彼
の
仏
国
中
に
は
、
諸
の
邪
聚
お
よ
び
不
定
聚
な
け
れ
ば
な

り
〉
と
。
こ
の
経
に
ま
た
云
ふ
、〈
悪
趣
に
堕
ち
ず
〉
と
。
す
な
は
ち
こ
れ
邪
聚
な
し
。〈
辺
地
下
賤
〉
の

下
は
、
す
な
は
ち
こ
れ
不
定
聚
な
し
。〈
蔑
戻
車
の
中
〉
と
言
ふ
は
、
こ
こ
に
は
煮
狗
と
云
ふ
。
あ
る
も

の
は
辺
地
に
在
り
と
い
へ
ど
も
、賤
に
生
ぜ
ず
、あ
る
も
の
は
下
賤
に
居
る
と
い
へ
ど
も
辺
地
に
居
ら
ず
。

辺
地
下
賤
に
し
て
、
し
か
も
煮
狗
な
ら
ず
。
た
め
に
こ
の
二
種
は
、
各
自
別
に
彰
す
」
と
。

【
現
代
語
訳
】
靖
邁
『
称
讃
浄
土
経
疏
』（
古
逸
）
に
云
う
、「
こ
の
下
の
四
段
の
文
は
、『
浄
土
論
』
の
、〈
礼

拝
・
讃
嘆
・
作
願
・
観
察
〉
の
四
門
に
よ
っ
て
浄
土
に
往
生
す
る
と
い
う
教
説
に
相
当
す
る
。
こ
の
段
で
は
、

衆
生
が
阿
弥
陀
仏
を
礼
拝
し
て
、
浄
土
に
往
生
す
る
こ
と
を
願
う
と
い
う
部
分
に
当
た
る
。
経
文
に
、〈
悪

趣
、
辺
地
・
下
賤
、
蔑
戻
車
の
中
に
堕
ち
ず
〉
と
説
か
れ
る
の
は
、
も
し
礼
拝
し
な
け
れ
ば
、
下
賤
の
業

を
捨
て
る
術
が
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
文
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
第
一
に
、
対
告
の
舎
利
子
に
向

か
っ
て
、
彼
土
に
往
生
す
る
と
、
み
な
不
退
転
と
な
る
な
る
こ
と
を
明
か
す
。
よ
っ
て
『
無
量
寿
経
』
に

は
、〈
彼
の
国
に
生
ま
れ
る
者
は
、
み
な
す
べ
て
正
定
聚
に
住
す
る
。
彼
の
仏
国
に
は
、
諸
の
邪
定
聚
お

よ
び
不
定
聚
が
い
な
い
か
ら
で
あ
る
〉
と
説
か
れ
る
。
本
経
に
は
、〈
悪
趣
に
堕
ち
ず
〉
と
言
う
。
邪
定

聚
は
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。〈
辺
地
・
下
賤
〉
の
以
下
は
、
不
定
聚
が
い
な
い
こ
と
を
言
う
。〈
蔑

戻
車
の
中
〉
と
言
ふ
は
、
中
国
語
で
は
煮
狗
と
言
う
。
辺
地
に
在
っ
て
も
下
賤
に
生
ま
れ
な
い
と
か
、
下
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